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１ まちの将来像  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民一人ひとりが幸せになることが、上市町が幸せになるということです。 

自分と町民みんなの未来のため、一人ひとりが主体的に取り組む意識を高めることが

重要です。「私とミライのために」と表現することで、町のあるべき姿が多くの人々

に共有されて我が事としてとらえられ、町民と町を応援したい人々が、あるべき

姿を実現するための様々な政策・施策の必要性に共感して、実際の取組に積極的な

参画ができます。 

また、世代間交流によって子どもから高齢者まで幅広くつながり、子どもが増えて

かつての活気が戻り、担い手が育った中小企業を中心として産業がにぎわい、困難が

あっても町民同士がささえあい、幸せで満足感に満たされ、町民である私たちみんなが

主役の町を目指します。 

まちの将来像のキーワードとして使用する「ミライ」という表現には、より未来的で

特別な印象を強調する意図が込められています。 
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２ 目標人口・土地利用構想 

２－１ 目標人口 

本計画では、人口ビジョン*との整合を図って、目標人口を次のとおり設定し、実現に向けて

各施策の展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

本町の人口は、近年減少傾向にあり、少子高齢化が進んでいます。自然動態*では出生数が減

り、死亡数が増えています。社会動態*では、10 代後半から 20 代を中心に転出が多く、特に女

性の転出超過が目立っている傾向が見られます。 

近年の国勢調査の結果（令和２（2020）年）を元にした人口推計（国立社会保障・人口問題

研究所*）によると、第８次総合計画基本構想の目標年度である令和 12（2030）年には、16,598

人になると見込まれています。これに対し、人口ビジョン（令和 8（2026）年３月改訂）におい

ては、令和 12（2030）年までに社会移動*の均衡（転入と転出の差が０）を実現し、以降これを

継続するほか、合計特殊出生率*が令和 12（2030）年までに 1.3 まで上昇し、その後令和 22

（2040）年までに 1.5 を実現し、以降これを維持すると仮定した場合の推計を採用しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人口ビジョン（令和 8（2026）年３月改訂）を元に作成 

    

■ 人口ビジョンにおける人口推計 

人 17,100 
令和 12(2030)年度 

＊マークがついている単語については、別添の用語集に意味を記載しています。 
マークは初出時に付与しています。 
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２－２ 土地利用構想 

土地は、将来にわたっての住民生活や生産活動の基盤であることから、長期的視点に立ち、

秩序ある合理的な利用を図ることが大切です。 

本町の地形やまちの成り立ち、地域特性を踏まえ、「森林環境保全ゾーン」「田園集落地保全

ゾーン」「市街地形成ゾーン」と位置づけ、それぞれの区分の目指す基本的な方向性を整理しま

す。 

 

（１）森林環境保全ゾーン 

市街地南東部の緑豊かな森林が見られる山間部の地域に位置づけ、北アルプス（剱岳など）

から連なる緑豊かな森林環境を保全するとともに、穴の谷霊場、史跡上市黒川遺跡群など歴史・

文化資源の保全・活用を図ります。 

 

（２）田園集落地保全ゾーン 

市街地を取り囲み、平野部の農地や集落地が点在する地域に位置づけ、田園と集落地が調和

した環境を保全するとともに、住み慣れた土地で快適に暮らすことができるように生活環境の

維持などを図ります。 

 

（３）市街地形成ゾーン 

用途地域が指定されている地域を「市街地形成ゾーン」として位置づけ、都市機能を集約す

るとともに、若者などの移住・定住を促進する良好な住環境や、建物などが調和した美しい街

並みの創出などにより、人々で賑わう市街地の形成を図ります。 
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■ 将来都市構造 
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３ 基本目標 

 まちの将来像の実現と目標人口の達成のため、次の３つを基本目標とし、基本目標ごとに

政策を定めます。設定に当たっては、時代の潮流に対応した「つながる」「にぎわう」の取組

において充実や変化、チャレンジを推進するとともに、安心して暮らせるための「ささえあ

う」取組の充実により町民の生活を守り、「変えるべきところは変え、守るべきところを守る」

を実行していきます。 

 

基本目標１ つながる上市 ～幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育～ 

 

子どもは、まちにとってミライの担い手です。子どもがこの上市町でそれぞれの個性をひ

らき、のびのびと育つことによって、まちがミライへとつながります。家庭、学校、地域が

つながり、まち全体で子ども・子育てを見守り、支援していくことで、子どもを安心して産

み育てられ、子どもたちがミライに希望を持ち健やかに暮らせるまちづくりを推進します。 

また、子どもから高齢者まで世代間のつながりを大切にし、のびのびと学び、町民文化を

育むことができる教育・学習環境の充実とスポーツの振興を図り、ミライへつながる人づく

りを進めます。 

 

基本目標２ にぎわう上市 ～変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤～ 

 

上市町が将来にわたって「訪れたい、会いたい人がいる、住みたい、やりたい仕事がある」

まちとなることを目指します。そのために、新しい生活様式*に配慮しつつ、未来技術を取り

入れた産業や情報基盤*への変化と、中小規模の商店や農林業等の次世代への継承に積極果敢

にチャレンジし、にぎわいを生む仕事づくりを推進するとともに、上市町の持つ魅力や価値

を更に磨き上げ、訪問者や移住者を呼び込み、まちのにぎわいを向上させます。 

また、環境への配慮を大切にしながら、住環境、交通網などといった、まちのにぎわいを

支える基盤の強化に取り組みます。 

 

基本目標３ ささえあう上市 ～守るべきものを守り、みんなで“ささえあう”安全・安心な暮らし～ 

 

すべての町民があらゆる場でお互いを認め合い、理解し合うことにより、人と人との多様

なつながりが生まれ、地域でのささえあいの基礎となります。このささえあいにより、誰も

取り残されることのない福祉のまちづくりの推進と、町民の健康づくりの支援を行い、「住ん

でよかった、住み続けたい」と感じ、安全・安心して暮らせるまちを目指します。 

また、ミライの世代のため、まちの魅力と活力を守り持続していくことが、今を生きる私

たちの責務です。ミライに向けて、最大限の工夫と努力により健全な財政を堅持しつつ、あ

らゆる政策分野において、町民、団体、事業者、行政等が一緒になって議論、検討する場を

設け、協働体制でまちづくりに力を注いでいきます。 
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４ 政策大綱 
 

第８次上市町総合計画 体系図 
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５ 政策 

５－１ つながる上市 ～幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育～ 

 

 

 

 

 

親が安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちとなるよう、乳幼児・児童数やニ

ーズの動向を注視しながら、ニーズの変化に応じた子育て支援を行うため、サービス提供体

制の充実や関係団体・機関の分野を超えた連携、サービスの質の向上等を図ります。 

また、本町で培われてきた地域人材や地域住民同士のつながりを活用しながら、地域ぐる

みの子育てを推進し、より多くの町民が子育てに関わることで、子育て家庭の負担軽減を図

るとともに、子どもの健全な成長へつなげます。子育て世帯の中には、悩みを相談する機会

を持っていない人や、経済的な支援を求める人がいることから、こうした支援を必要とする

すべての子どもや家庭に対し、適切な支援が行き届くよう努めます。 

政策項目 

１－１ 子育て支援の充実  １－２ すべての子育て世帯を地域で支える環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたち一人ひとりがこれからの社会に必要とされる人間力と社会性を培うことができ

るよう支援するため、地域と行政が連携して、学校教育における学びの質と環境を充実させ

ていきます。 

また、町民が、年齢に応じた学習活動に取り組んで知識を豊かにしたり、スポーツに関心

を持って、積極的に親しんだりする環境づくりのほか、豊かな芸術・文化に身近にふれ、そ

れらを守りながら生活するとともに、意欲的な創作活動による、新たな地域文化が育まれる

ことを支援していきます。 

 人権について、教育・啓発等を通じ、社会通念*、慣行、偏った意識、制度等を見直し、多

様な価値観や生き方を尊重する意識を育み、家庭、職場、学校等において国籍や性別、年齢、

障害などの区別なく協力しあう社会づくりや、文化の多様性への理解が進むよう努めます。 

政策項目 

２－１ 学校教育の充実  ２－２ 生涯学習の振興  ２－３ スポーツの振興 

２－４ 地域文化の振興  ２－５ 多様性を尊重した社会づくりの推進  

つながる１ 子育て支援 

豊かな自然に抱かれて、出産から子育てまでの一連の流れが切れ目なくつながり、子

どもの成長を支えることができるよう、地域ぐるみで安心して子育てができるまちを目

指します。 

つながる２ 教育・文化 

上市町の子どもたちが、時代に対応し、たくましく生きていくために必要な、人間力

や社会性を培う教育が実践できるまちを目指します。また、町民一人ひとりが多様な生

き方や価値観を尊重しつつ、充実した学習活動やスポーツ活動、創作活動ができる環境

をつくり、豊かな地域文化を目指します。 
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５－２ にぎわう上市 ～変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤～ 

 

 

 

 

 

 
 

 意欲ある担い手が質・量共に安定した農林業を営めるような環境づくりに努めるとともに、

地域ぐるみの集落環境の保全に努めます。また、町内の企業、事業所の経営や雇用環境の向

上を支援するとともに、未来技術を取り入れた新規事業の創出や販路拡大、特産品開発等の

施策を展開し、まちのにぎわいを生む仕事づくりを推進します。 

 観光・交流では、まちの宝である自然・歴史・伝統文化・産業を見つめなおし、町民や上

市町に関わるすべての人々を大きなわ（輪、和、環）で繋ぐという「上市まちのわ宣言」に

基づいて、まちの魅力の再発見や自然観光資源の保全、観光情報の発信力強化等のエコツー

リズム*を推進し、「訪れたい、会いたい人がいる」と感じる上市ファンの拡大と受入れ体制

強化の取組を推進します。 

政策項目 

１－１ 農林業の振興  １－２ 商工業の振興  １－３ 観光・交流の拡充 

 

 
 

 

 

 

 
 

本町への企業の進出や移住・定住を促進するため、リモートワークやデジタル革命に対応

できる情報基盤の整備を進めるとともに、町内の自然環境や上市スマートインターチェンジ

を効果的にＰＲしていきます。 

移住希望者へ、お試し居住、子育て支援策、町内企業・事業所の魅力等の情報をきめ細や

かに発信するとともに、公園や上・下水道等の適切な維持管理を推進し、良質な生活環境の

確保に努めます。 

また、上市スマートインターチェンジの開通による経済効果を高めるため、道路ネットワ

ークの更なる充実に努めるとともに、公共交通の維持・充実により、交通弱者や観光・交流

での訪問者への交通手段の確保に努めます。 

 エネルギーの有効活用や環境意識の普及啓発などを通じて地球温暖化対策、循環型社会に

向けた、人や自然にやさしい環境づくりを推進します。 

政策項目 

２－１ 移住・定住支援の強化  ２－２ 生活環境の充実  ２－３ 交通網の整備・維持・確保 

２－４ 環境の保全       ２－５ 地域情報化・情報と魅力の発信 

  

にぎわう１ 産業 

緑と水の豊かな自然や美しい景観、文化、歴史などの地域資源を活用し、本町に根差

した産業の振興を目指すとともに、時代の変化に対応するための人材育成や新規事業

の創出、技術の継承や事業者間での連携など、変化と継承へのチャレンジを支援し、魅

力ある力強い地域経済の実現を目指します。 

にぎわう２ 基盤整備 

都市から地方への企業進出や移住・定住を促進するため、リモートワーク*やデジタ

ル革命*等による多様な働き方や生活常識の変化に対応できる情報・交通基盤の維持・

整備と生活環境の充実を図り、都市から選ばれるまちを目指します。 
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５－３ ささえあう上市 ～守るべきものを守りみんなで“ささえあう”安全・安心な暮らし～  

 

 

 

 

少子高齢化やライフスタイルの変化等により、地域のつながりが希薄化すると、生活の中

で助けを必要とする高齢者や障害者、ひきこもり、低所得者等の社会的孤立が増加すること

が懸念されます。 

だれもが住み慣れた地域でいきいきとした生活をおくることができるよう、包括的な相談

支援体制の構築と、町民一人ひとりの努力（自助）、町民同士の相互扶助（共助）、公的な制

度（公助）の連携により、支え合う仕組みづくりを推進します。 

また、心身共に生涯元気に暮らせるよう、安心して医療を受けることができる体制を確保

するとともに、町民が主体的に健康に関心を持ち、健康づくり活動の促進を図るとともに、

生活習慣病や感染症予防対策の充実を図ります。 

政策項目 

１－１ 地域福祉の推進  １－２ 健康づくりの推進  １－３ 地域医療の推進 

 

 

 

 

 

 

 近年における全国的な異常気象や、災害発生の状況を踏まえ、防災訓練や災害時避難行動

要支援者*の把握、消防力の強化などの地域防災力の向上に努めます。 

複雑・多様化する災害に対処するため、地域の総合的な防災力の向上と、「国土強靭化*」に

よる防災・減災*体制の充実を図るとともに、消防団や自主防災組織を中心とした地域防災力

の向上に努めます。また、災害の被害を最小限に食い止めるために、災害に強いまちづくり

を推進します。 

 また、生活の安全を脅かす犯罪や交通事故への対策として、各種媒体による啓発や教育活

動、通学路の点検、高齢者や子どもへの交通安全対策など、地域ぐるみの取組により、お互

いに見守りながら生活の安全を確保する環境づくりを強化します。 

政策項目 

２－１ 消防・防災体制の強化  ２－２ 防犯・再犯防止・交通安全対策の強化 

 

 

 

  

ささえあう１ 福祉・健康 

町民一人ひとりが主体的に健康に心掛け、仲間や地域とのつながりをつくることで、

生きがいと幸福感を感じながら暮らせるまちを目指します。 

ささえあう２ 生活安全 

地域ぐるみで災害や犯罪、交通事故といったリスクから守るための取組を強化し、町

民生活の安全を確保します。 
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 町民一人ひとりが活躍できる地域社会の形成に向けて、人口減少対策や、病院・商店・学

校等といった生活インフラ*の維持など、地域課題の解決に向けて主体的に取り組む地域づ

くり活動の充実を図ります。 

 効果的で効率的な行政運営に向けて、多様な主体がお互いの特徴を理解し、尊重した上で、

連携・協力し合って、地域資源*を活かしたまちづくり活動を行う環境を充実させていきます。

このため、町民、団体、事業者、行政等が一緒になって議論、検討する場を設けるほか、役場

の業務改善や民間活力の活用、町民が必要な情報を町民目線で提供するための情報化の推進、

議会への町民参加の促進、財政の健全化に向けた取組等を進めていきます。 

政策項目 

３－１ 協働のまちづくりの推進  ３－２ 行財政運営の推進 

 

  

ささえあう３ 行財政運営 

町内においてまちづくりの担い手を確保するとともに、一人ひとりが考え、まちづく

りに自発的・意欲的に参画し、それぞれの役割を全うし、お互いが支え合うまちを目指

します。 

また、町内外からの担い手を増やすため、上市町に縁の深い事業者、出身者等の関係

人口の拡大に努めます。 

園庭で遊ぶ園児 

大坪地域工業団地予定地 

ふるさと観光上市まつり 
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第２編 

第８次上市町総合計画 

基本計画 

【重点施策】 

 

©2012「おおかみこどもの雨と雪」制作委員会 
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第８次上市町総合計画において、都市から本町へひと・もの・しごとの流れを呼び込み、地

域の活性化を図る地方創生*の施策を基本計画の「重点施策」とし、第３期上市町まち・ひと・

しごと創生総合戦略に位置づけます。 

 

１ 地方創生の方針 

上市町出身の細田守監督のアニメーション作品「おおかみこどもの雨と雪」において、都会

暮らしをしていた雨と雪の母親である花は、のびのびと子育てができる環境を求め、上市町が

モデルとなっている地方の町に移り住みます。移住先の町から広々とした空き家を紹介しても

らい地方での生活を始めた花は、地域の人に農業を教えてもらい、学芸員の仕事に就くなど、

徐々に生活環境を充実させていきます。そして、雨と雪は、自然とのふれあいや人々との交流

を通じて学びを深め、楽しいこと、つらいこと、様々な経験を積んでいくなかで、将来自分が

どうなりたいのかを見つけ、やがてそれぞれの道を進んでいきます。 

第３期上市町まち・ひと・しごと創生総合戦略では、この「おおかみこどもの雨と雪」で描

かれた生活シーンを本町の目指すべき地方創生のイメージに位置づけ、さらに町民の課題感を

踏まえたうえで、以下の３点を地方創生の方針とし、「おおかみこどもプロジェクト」として戦

略を推進します。 

（１）こどもまんなか*の支援と地域で活躍する人を育む（基本目標１ つながる上市） 

子育て家庭の不安や負担感を軽減し、安心して妊娠・出産・子育てができるよう、切れ目の

ない支援体制の整備や保育環境の充実を図ります。また、地域全体で子どもを育てる機運を醸

成し、自然豊かな地域からの学びやＩＣＴ*を活用した教育、郷土への愛着を育む取組を通じて、

子どもたちの健やかな成長と、これからの社会で活躍できる人づくりを推進します。 

（２）地域資源の魅力の内外への発信により地域の賑わいを創出する（基本目標２ にぎわう上市） 

上市町に「住みたい」「誇りを感じる」と思える豊かな自然環境を活かした魅力ある催事や特

産品のブランディングを通じて、町内外の人を呼び込みまちの賑わいを創出するほか、産業の

活性化、住まいと仕事の提供体制及びまちの基盤の充実に取り組みます。 

（３）みんなで守り、みんなで支えあう、安心・幸福な暮らし（基本目標３ ささえあう上市） 

みんなで地域の大切な資源を守り、支えあうことで、誰もが安心して暮らせる環境をつくり

ます。住み慣れた地域でのつながりや温かな交流を大切にし、みんなで支えあう活動を充実さ

せることで、幸福を実感できるまちづくりに取り組みます。 

  

第３期 
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２ 上市町ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進ビジョン 
 

（１）要旨 

ＤＸ*推進ビジョンは、デジタル技術とデータを活用しながら「行政」「地域」「産業」の

３つの側面から持続可能なまちづくりを加速させることを目的としており、おおかみこども

プロジェクトを支える分野横断的な基盤とすることで、デジタル化の恩恵を町民・事業者・

行政が分かち合いながら、まち・ひと・しごと創生の好循環を生み出し、「暮らしやすい」

「住み続けたい」「働きたい」と思われる町、時代に合った小さくても強く、しなやかに対応

できる町を実現します。 

 

（２）取組の方針 

具体的には、次の３つを取組の方針とします。 

 

① 行政サービスと業務プロセスの変革 

住民にとって分かりやすく使いやすい行政サービスを、時間や場所の制約を超えて提供

できるよう、手続のオンライン化や業務の標準化・自動化を進めます。これにより、職員

が住民に向き合う時間を確保し、より質の高い行政運営を実現します。 

 

② 地域コミュニティと暮らしの質の向上 

デジタル技術を活用して、防災・防犯、福祉・医療、子育て、移動や買い物支援などの

分野で、町民の「不安の解消」と「暮らしの利便性向上」を図ります。高齢者やデジタル

に不慣れな人を置き去りにしない「誰一人取り残さないデジタル化」を貫き、地域のつな

がりを支えます。 

 

③ 地域産業・しごとの活性化と人材育成 

町内事業者のデジタル活用や新たな働き方の導入を後押しし、産業競争力の強化と担い

手確保につなげます。また、子どもから大人まで、デジタルリテラシーやＩＣＴスキルの

向上を図ることで、「デジタルを使いこなす人材」が地域に根づく環境を整え、将来にわ

たって持続的に発展できる土台を築きます。 

 

（３）重点取組事項 

取組事項 取組方針 概要 

① フロントヤード改革*の推進 住民との接点の多様化・充実化、データ対応の徹底、改革

による人的・空間的リソースの最適配置により、フロント

ヤード改革を推進 

②  情報システムの標準化・

共通化 

目標時期を令和８年 11 月とし、ガバメントクラウドの

活用に向けた検討を踏まえ、基 幹 系 18 業 務シ ス テム に

ついて国の策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行 
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③ 公金収納における eL-QR

の活用 

公金収納の事務の効率化・合理化や、住民・民間事業者に

よる公金納付の利便性を向上させる観点から、公金収納に

おける eL-QR の取組を推進 

④  マ イ ナ ンバ ーカ ード の

取得支援・利用の推進 

マイナンバーカードの円滑な更新に向け、それぞれの住民

のニーズに対応したカード取得に向けた環境整備を推進 

⑤ セキュリティ対策の徹底 改定セキュリティポリシーガイドラインを踏まえ、適切に

セキュリティポリシーの見直しを行い、セキュリティ対策

を徹底 

⑥ AI・RPA の利用推進 ①、②による業務見直し等を契機に、AI*・RPA*導入ガイ

ドブックを参考に、AI や RPA の導入・活用を推進 

⑦ テレワーク*の促進 テレワーク導入事例やセキュリティポリシーガイドライン

等を参考に、テレワークの導入・活用を促進 

 

（４）推進体制 

副町長が最高情報統括責任者（ＣＩＯ）となり、ＤＸ推進ビジョンの推進を統括します。 

ＣＩＯを補佐するＤＸ統括を置き、ＤＸ統括直属の組織として庁内横断的な職員で構成

するプロジェクトチームを編成し、ＤＸ推進に係る調査研究、企画立案及び庁内の連絡

調整を行います。 

ＣＩＯ、ＤＸ統括、教育長及び庁内全課局の所属長で組織する上市町地方創生ＳＤＧｓ*

推進本部において全庁的なＤＸ推進の進捗状況を管理し、重点取組事項を着実に実行します。 

 

※ 推進体制図を資料編に掲載しています。 

 

（５）進捗管理 

重点取組事項について、計画期間（令和８年度から令和 12 年度まで）における工程表を作

成し、その進捗状況を外部委員で組織する上市町総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合

戦略審議会へ報告します。同審議会での評価をもとに適時かつ柔軟に取組を改善し、ＰＤＣ

Ａ*による進捗管理を行います。 

 

※ ＰＤＣＡ進捗管理イメージ図を資料編に掲載しています。 
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（６）工程表 

 

  

取組事項
2026年度

（令和８年度）

2027年度

（令和９年度）

2028年度

（令和10年度）

2029年度

（令和11年度）

2030年度

（令和12年度）
目標時期

BPR*の取組の徹底　（①～⑦に共通する取組） -

① フロントヤード改革の推進

② 情報システムの標準化・共通化

令和８年11月

標準準拠システム

への移行完了

③ 公金収納におけるeL-QRの活用
令和９年４月

から運用開始

④ マイナンバーカードの取得支援・利用の推進

⑤ セキュリティ対策の徹底

⑥ AI・RPAの利用促進

⑦ テレワークの促進

業務プロセスの可視化・課題の洗い出しと業務改善

ペーパーレスの推進

標準準拠システムの運用

自治体情報セキュリティポリシーガイドライン改定への対応

研修・監査 研修・監査 研修・監査 研修・監査 研修・監査

国・地方デジタル共通基盤の共同利用に向けた取組の推進

標準化

移行

公金収納システムの運用
システム

構築

標準準拠システム対応のRPA運用

運用範囲拡充検討・導入

AI・

RPA運用

テレワーク導入の支援

取得・更新の支援

自治体における利用事業の情報収集・導入検討

行政手続オンラインサービスの拡充

窓口ＤＸの情報収集・導入検討 サービス実装・検証

サービス実装・検証
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３ 戦略の体系 

第３期上市町まち・ひと・しごと創生総合戦略 体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

©2012 W.C.F.P 
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４ 具体的な施策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的方向 

 人口減少や少子化、核家族化といった状況が進行しているなか、子育て家庭の不安や負担

感を軽減するため、こどもまんなか社会の理念のもと切れ目ない支援体制の整備をはじめ、

保育環境の充実や地域全体で子どもを育てる機運の醸成、ICT の活用による学びの支援、郷

土への愛着を育む教育など、子どもたちの健やかな成長とミライへつながる人づくりを総合

的に推進します。 

 

 

  

数値目標 

出生数  54 人（令和 7 年）       91 人（令和 12 年） 

１ 
つながる上市 

幸せでわくわくの 

ミライへ“つながる” 

子育て・教育 

©2012「おおかみこどもの雨と雪」制作委員会 

こどもの城・クリスマス会 
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重点施策 

ア こどもから若者、子育て世帯までの切れ目のない支援による安心して

妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

子育て世帯への経済的支援や住宅支援、産前・産後ケアの充実、相談体制の強化、一時預

かり事業などの保育環境の充実、きめ細やかな支援策を展開し、子育て家庭の不安や負担感

の軽減を図ります。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

子育て世帯の転入数 

（0～6 歳児を含む世帯） 
29 世帯 

 

35 世帯 

    

出生数 54 人 91 人 

子育て世帯向け住宅支援の

利用件数 

90 件 

（R4～R6） 

150 件 

（R8～R12） 

産後ケア事業の利用率 

（産婦のうち利用した割合） 
40.1％ 50％ 

子育てに悩みや不安をもつ

世帯等対応件数 

（訪問での面談の件数） 

53 件 43 件 

 

  具体的な事業 

● 結婚相談所の設置   ● 婚活*イベントの開催  

● 病児・病後児*保育の充実  ● 周産期*等支援（産後ケア事業の拡充） 

● 不妊不育症治療支援   ● こども家庭センター*の推進 

● 子育て世帯への経済的支援  ● 若年世帯の住宅取得支援 

● 民間保育所（園）等施設整備支援   ● 住宅リフォームの支援 

● 地域子育て支援拠点への支援 

● 子育て世帯向け「申請手続きのデジタル化・簡素化」推進事業 

● 産前産後・育児期のプッシュ型情報発信事業 
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イ 地域全体で子どもを守り育てる環境づくり 

上市町の子どもをみんなで育てる機運を高め、子どもの居場所づくりとして児童館、放課

後児童クラブ*、放課後子ども教室*、地域クラブ・地域の活動団体等の多様な支援策を充実

させていきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

放課後子ども教室延べ利用

人数 
13,664 人 14,000 人 

放課後児童クラブ設置数 6 か所 ６か所 

部活動終了後の受皿となる

地域クラブ・地域の活動団

体等への全生徒の参加率 

25％ 60％ 

 

  具体的な事業 

● 放課後児童クラブの推進     ● 放課後子ども教室の推進 

● ブックスタート*    ● 上市中学校部活動の地域展開 

  

海外とのオンライン学習 
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ウ 地域の一員として活躍できる子どもたちを育むためのインクルーシブ

教育*の推進 

個々の発達の度合に応じた学びを進め、基礎的な学力の定着を図るとともに、ＩＣＴを有

効に活用することで、自ら考え学ぶ力を培い、地域の中で活躍できるしなやかで伸びしろの

ある子どもたちを育む教育を推進します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

家庭での学習習慣 
小学生 68％ 

中学生 49％ 

小学生 70％ 

中学生 60％ 

中学生の自己有用感 79％ 80％ 

中学生の学習への関心度 76％ 80％ 

 

  具体的な事業 

● 学習支援ソフトの導入など、教育へのＩＣＴ活用 

● 発達相談･支援（ディスレクシア*対応など）の充実   

● 教育 DX・ICT 活用の「不登校支援・家庭学習サポート」事業 

 

 

  

タブレットを使用した学習 
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エ 郷土への誇りと愛着を育てアイデンティティ*を醸成する教育の推進 

本町が持つ豊かな自然や歴史・文化を学び、郷土への誇りと愛着を育て、自己の確立を図

るとともに、国際社会の中で自らを表現し、コミュニケーションがとれる子どもを育む教育

を推進します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

ふるさと町民学園の年間 

延べ参加者数 
680 人 700 人 

 

  具体的な事業 

● ふるさと学習の実施   ● 学校給食「かみいちの日」の実施  

● 外国語指導助手の配置・独自の外国語カリキュラムの作成 

● 海外とのオンライン交流など、教育への ICT 活用 

● コミュニティスクール*の推進 ● ふるさと町民学園講座の実施 

● 義務教育学校の整備とそれに向けた特色ある教育の構築 

● LINE 予約及びスマートロックシステム*の運用 

 

 

  

ふるさと町民学園 

新米給食 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的方向 

 人口が減少しても心豊かに過ごせる社会を目指し、地域資源を活用した魅力あるイベント

開催とまちなか（中心市街地）のにぎわい創出や、情報発信による地元の魅力の認知向上、

地域産業の担い手の誘致・育成、都市との交流を生む基盤整備など、上市町の特長を最大限

に活かしながら、官民連携*によるにぎわいと活力のあるまちづくりに向けた取組にチャレン

ジします。 

 

 

  

数値目標 

人口の社会増減  △97 人（令和 7 年）   ±０人（令和 12 年） 

２ 
にぎわう上市 

変化と継承への 

チャレンジで“にぎわう” 

産業・基盤 

©2012「おおかみこどもの雨と雪」制作委員会 

大坪地域工業団地予定地 
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重点施策 

ア 上市らしさを活かした魅力あるイベントやまちなかのにぎわい創出へ

のチャレンジ 

官民連携で上市町らしさを感じられるイベントを、特に頻度よりも目的や満足度を重視し

て開催するとともに、まちなか（中心市街地）の賑わいを創出します。また、地域活性化起

業人*や地域おこし協力隊*など多様な人材の力を活用しながら、上市町ならではの魅力を活

かした地域づくりを進め、交流人口*拡大や地域のにぎわいづくりにつなげます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

まちなかの催事参加者数 21,550 人 21,700 人 

中心市街地のにぎわいへの

住民満足度（アンケート調査） 
4.2％ 15％ 

年間催事開催数 ４回 ４回 

情報発信件数 １回 ４回 

地域おこし協力隊委嘱者数 
累計 8 人 

（R3～R7） 

累計 9 人 

（R8～R12） 

 

  具体的な事業 

● 町民共創型の催事企画実行  ● 現在実施されている催事の現況把握、棚卸 

● e スポーツ*振興事業  ● 地域と暮らしへのデジタル実装事業 

● 地域活性化起業人事業  ● 地域おこし協力隊事業 

● 地域プロジェクトマネージャー*事業 ● 生成 AI*活用事業 

 

  

カミノイチ 
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イ 地域資源を活用した地元の魅力の認知向上へのチャレンジ 

地元の特産品や観光資源を活用したプロモーション活動、SNS*等を活用した情報発信を積

極的に展開することで、住民による地元の魅力の認知向上とシビックプライド*の醸成を推進

します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

フォトロゲイニング*大会

への町内、町外別参加者数 

町内参加者： 82 人 

町外参加者：330 人 

町内参加者：100 人 

町外参加者：400 人 

町の農林水産物を活用した

商品開発数 
8 件 10 件 

戦略作物*作付面積 
ねぎ 250.0ａ 

さといも 940.0ａ 

ねぎ 300.0ａ 

さといも 1,100.0ａ 

戦略作物出荷数 
ねぎ 20.2ｔ 

さといも 44.7ｔ 

ねぎ 25.0ｔ 

さといも 55.0ｔ 

 

  具体的な事業 

● 町の農林水産物を活用した商品の開発、販路の拡大 

● グリーンツーリズム*事業   ● エコツーリズムの推進 

● フォトロゲイニング大会の開催  ● 森林セラピー基地*の活用 

● 産地づくりの推進    ● 農産特産物の出荷奨励 

● 畜産農家への家畜導入費助成   ● 広報 DX 事業 

 

 

  

フォトロゲイニング®上市まちのわ 
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ウ 担い手の誘致・育成により地域産業をミライへ継承するチャレンジ 

地域おこし協力隊の活用や起業支援、生活支援体制の整備を進めるとともに、農業・地場産業

に興味のある移住者向けの情報を発信し、地域産業の担い手となるチャレンジ意欲のある人材を

地域に定着、次世代につながる育成環境を充実させ、持続的な活躍を促進します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

50 歳未満の新規就農者数 
7 人 

（R3～R6） 

10 人 

（R8～R12） 

学校給食での地元食材利用率 14.3% 16.0% 

創業件数 
16 件 

（R3～R7 見込） 

20 件 

（R8～R12） 

 

  具体的な事業 

● 農業の新規担い手育成   ● 起業支援 

 

  

上市まちづくりシンポジウム 
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エ 都市からのひと・もの・しごとの流れを生む魅力ある基盤づくりの

チャレンジ 

上市スマートインターチェンジや鉄道などのインフラを、ひと・もの・しごとの流れを活

性化する基盤ととらえ、関係する事業者・団体と連携しながら、デジタル環境の整備、移住・

定住に向けた住居取得の支援、企業立地や公共交通機関の利用促進を図ります。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

都市部事業者と連携した民

間事業の創出件数 

１件 

（R7） 

3 件 

（R8～R12） 

空き家の利活用数 
16 件 

（R6） 

75 件 

（R8～R12） 

町外からの企業進出に伴う

企業立地助成金件数 

2 件 

（R3～R7） 

3 件 

（R8～R12） 

カミールを中心とした

300m 半径の新規創業件数 

3 店舗 

（R3～R7） 

8 店舗 

（R8～R12） 

町営バス利用者数 45,149 人 46,000 人 

 

  具体的な事業 

● 空き家の利活用推進  ● 移住・定住の情報発信 

● 移住・定住の支援   ● 企業立地助成金交付事業 

● 民間住宅団地の造成誘致  ● 公共交通機関の利用促進 

● 町営バスの運行   ● 奨学金の返済支援 

● KAMIICHI チャレンジプロジェクト推進事業  ● 人口減少対策プロジェクト 

● 都市部事業者とのマッチングツアーの実施  ● スマホ役場*事業 

  

かぼちゃ電車と剱岳 

地域おこし協力隊・人口減少プロジェクト 
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基本的方向 

 町民一人ひとりが心豊かで充実した生活を実現できるよう、災害の不安を軽減する取組や、

地域福祉の推進と健康づくり活動の支援、地域に欠かせない生活インフラの維持として、か

みいち総合病院や上市高校に重点を置いた取組など、ささえあいで安全・安心な暮らしの環

境づくりを推進します。 

 

  

数値目標 

平均自立期間*   男性 78.3 歳  女性 79.4 歳 （令和 7 年） 

男性 80.0 歳  女性 82.0 歳 （令和 12 年） 

３ 
ささえあう上市 

守るべきものを守り、 

みんなで“ささえあう” 

安全・安心な暮らし 

©2012「おおかみこどもの雨と雪」制作委員会 

介護予防事業 
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重点施策 

ア 防災・減災と交通安全の確保等による安全・安心な暮らしを守る 

地域ぐるみの防災・減災の取組として、自主防災組織の活動を支援し、災害時用の備蓄を

進めるとともに、気象災害のリスクを低減するためのカーボンニュートラル*、脱炭素社会*

の実現に向けた取組を推進します。また、防犯や交通事故といったリスクに対し、設備の設

置、啓発活動、教育の機会の創出などの対策を行い、安全・安心な暮らしを守ります。その

ほか、廃校を利活用し、人が集まり交流が生まれる地域の拠点づくりを進めていきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

自主防災組織の活動率（町

内の自主防災組織のうち、

年 1 回以上活動を実施した

組織の割合） 

25.5% 30% 

交通事故による死者数 1 人 0 人 

 

  具体的な事業 

● 自主防災組織への支援  ● 防災訓練の実施  

● 災害時用の備蓄品整備   ● 避難施設災害時電源設備の整備  

● 防犯灯の設置助成   ● 交通安全教室の開催支援  

● 交通指導員等への活動助成  ● 防犯・交通安全の啓発 

● カーボンニュートラルの推進  ● おおかみこどもの森づくりプロジェクト 

● 廃校利活用プロジェクト 
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イ 自助・共助・公助の連携と健康づくりでいきいきとした生活を守る 

健康寿命の延伸に向けて、がん対策や心の健康、感染症予防等、土台となる心身の健康づ

くり活動の促進を図ります。また、フレイル*予防に対する意識の醸成を図る啓発活動や医療・

介護の連携体制の強化を推進し、健康で安心できる暮らしへの環境づくりにつなげます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

特定健診受診率 35.4% 

 

60% 

 

がん検診精密検査受診率 

胃がん 

男性 100％ 

女性 93.3％ 

大腸がん 

男性 78.8％ 

女性 89.6％ 

肺がん 

男性 90.0％ 

女性 85.7％ 

子宮がん  100％ 

乳がん  97.2％ 

（R3） 

全項目 90.0％以上 

 

  具体的な事業 

● 高齢者福祉サービスの充実 ● 障害者自立支援  

● 在宅医療と介護の連携 ● 特定健診、特定保健指導 

● 健康づくりの推進 ● がん対策（検診・普及啓発）  

● 感染症の予防 ● 健康増進（健康教育、相談・訪問指導・健診等） 

● 自殺対策             ● 骨粗しょう症ゼロ事業  

DEXA 法*による骨粗しょう症検査 
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ウ かみいち総合病院を応援し地域の医療体制のミライを守る 

【がんばるかみいち総合病院応援プロジェクト】 

本町と周辺町村の医療拠点であるかみいち総合病院を守るため、地域住民の理解と関心を高め

る情報発信を行うとともに、病院ボランティア等での町民の参加や医療従事者への応援、医療環

境の充実などの取組を地域ぐるみで進めていきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

がんばるかみいち総合病院 

応援寄附件数 

90 件 

 

470 件 

（R8～R12） 

新卒看護師離職率 ０％  ０％ 

 

  具体的な事業 

● がんばるかみいち総合病院応援寄附金の啓発 ● 医療従事者の研修助成 

● 看護職のキャリア形成・定着支援 ● 医療器械購入支援 

● 認定看護師*等による出前講座の開催 

● コミュニティ・ホスピタル*事業 ● 遠隔読影による画像診断 

● 次期電子カルテ*システム更新 ● 遠隔診療 

 

 

  

かみいち総合病院 
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エ 地域と密着した活動で上市高校のミライを守る 

【上市高校地域密着型活動推進プロジェクト】 

高校は、地域の学びの場だけでなく、地方創生の場でもあります。この認識のもと、行政、

まちづくり団体*、事業所が連携し、町内事業所での職場体験やＩｏＴ*等未来技術にふれる

機会、まちづくりを考える機会の創出など、上市高校と地域社会が密着した活動を推進します。  

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

ＫＰＩ 基準値 目標値 

町内事業所でのインターン

シップ*参加割合 
30.4% 40.0% 

上市高校キャリア教育*を

卒業後の進路選択に役立て

た生徒の割合 

89.4％ 90.0% 

上市高校のキャリア教育に

よって町内の企業や事業所

に就職したいと思った生徒

の割合 

48.2％ 50.0% 

 

  具体的な事業 

● 町内事業所での職場見学  ● 職業を知る会 

● キャリバイト 

● スマホサポーター養成支援  ● 公民館スマホ教室  

 

 

  

上市高校生の職場見学 

キャリバイト 

職業を知る会 
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※参考：国連が定めた「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」 

第８次上市町総合計画の各個別施策、第３期上市町まち・ひと・しごと創生総合戦略の各重点

施策には、施策を推進することで達成に寄与するＳＤＧｓの目標を示すアイコンをつけています。 

 

 １ 貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困

を終わらせる 

 10 人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是正す

る 

 ２ 飢餓をゼロに 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び

栄養改善を実現し、持続可能な農業

を促進する 

 11 住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱で持続可能な

都市及び人間居住を実現する 

 ３ すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進する 

 12 つくる責任つかう責任 

持続可能な生産消費形態を確保する 

 ４ 質の高い教育をみんなに 

すべての人に包摂的かつ公正な質の

高い教育を確保し生涯学習の機会を

促進する 

 13 気候変動に具体的な対策を 

気候変動及びその影響を軽減するた

めの緊急対策を講じる 

 ５ ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児の能力強化を行う 

 14 海の豊かさを守ろう 

持続可能な開発のために海洋・海洋

資源を保全し、持続可能な形で利用

する 

 ６ 安全な水とトイレを世界中に 

すべての人々の水と衛生の利用可能

性と持続可能な管理を確保する 

 15 陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護・回復・持続可能な

利用の推進、持続可能な森林の経営、

砂漠化への対処並びに土地の劣化の

阻止・回復及び生物多様性の損失を

阻止する 

 ７ エネルギーをみんなにそして 

クリーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的エネルギーへの

アクセスを確保する 

 16 平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂

的な社会を促進し、すべての人々に

司法へのアクセスを提供し、あらゆ

るレベルにおいて効果的で説明責任

のある包摂的な制度を構築する 

 ８ 働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び

すべての人々の完全かつ生産的な雇

用と働きがいのある人間らしい雇用

を促進する 

 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシッ

プを活性化する 

 ９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

強靱なインフラ構築、包摂的かつ持

続可能な産業化の促進及びイノベー

ションの推進を図る 

  

 



 

  

第３編 

第８次上市町総合計画 

策定の趣旨等 
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１ 計画の趣旨と役割 

１－１ 計画の趣旨と役割 

（１）総合計画策定の趣旨 

本町では、まちの総合的かつ計画的な行政運営の指針として、過去７次にわたり総合計画

が策定されてきました。平成 23（2011）年に策定された第７次総合計画では、「町民との協

働のまちづくり」を基本に、「『確かな地域力』で創る 存在感あふれる上市」を将来像とし

て、３つの基本目標の取組により、まちづくりを進めてきました。 

第８次上市町総合計画は、これまで策定された総合計画の成果を継承しつつ、本町におけ

る課題や変化する社会的潮流などを見極め、自然環境や、歴史や文化などの地域資源を大切

にしながら、本町が取り組むべきまちづくりの方向を明らかにするために策定するものです。 

 

（２）まち・ひと・しごと創生総合戦略策定の趣旨 

急速な少子高齢化の進展による人口減少や、東京圏への人口一極集中に歯止めをかけ、そ

れぞれの地域で住み良い環境を確保し、地方を活性化するための基本的な理念「まち・ひと・

しごと創生法」で定めています。この趣旨を踏まえ、本町において人口減少を克服し、将来

にわたって活力ある地域社会を実現していくために、平成 27（2015）年の第１期まち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定に始まり、令和２（2020）年度には国の第２期「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を勘案して、第２期上市町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、「第

２期総合戦略」という）を策定し、人口ビジョンを踏まえて設定した目指す人口目標に向け

て、計画的に施策の展開を図ってきました。 

令和 7（2025）年度には第 2 期総合戦略の計画期間が満了を迎えるにあたり、国の「地方

創生に関する総合戦略」を勘案し、第２期総合戦略の成果や課題を調査・分析した上で、第

３期上市町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するものです。 

 

  

つるぎフェスティバル in かみいち 
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（３）ＤＸ推進ビジョン策定の背景と位置付け 

デジタル技術の急速な進展は、人口減少と少子高齢化の進行、地域産業の担い手不足、行

政運営における人材・財源の制約など構造的な課題を克服し、「小さくても強く、しなやかに

対応できるまち」へと転換していくための大きな可能性を秘めており、今後、限られた人員・

財源のもとでも、住民一人ひとりの安心と暮らしの質を維持・向上していくためには、業務

やサービスの在り方そのものを見直し、デジタル技術を前提とした仕組みへと転換していく

ことが不可欠です。 

こうした認識のもと、国が策定した「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

推進計画」の方針を踏まえつつ、上市町まち・ひと・しごと創生総合戦略を支える分野横断

的な基盤として「上市町ＤＸ推進ビジョン」を策定するものです。 

また、ＤＸ推進ビジョンは、個別分野（子育て・教育、福祉・医療、産業振興、防災・イン

フラ、行財政運営等）の施策を、デジタルの視点から一体的・効果的に推進することを目指

すものであるため、個別施策においても具体的な形で積極的に組み込んでいます。 

 

１－２ 計画の構成と期間 

（１）総合計画 

総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層構造により構成します。 

 

● 基本構想 

本町の課題を踏まえ、令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間にお

けるまちの将来像や、まちづくりの基本的な方向性を示すものです。 

 

● 基本計画 

基本構想を実現するため、基本構想の計画期間の終期である 10 年後を見通して、中間年

である令和７（2025）年度までの具体的な施策を示し、主な事業などを体系的に明らかに

するものです。 

また、基本構想の中間年には改めて施策の評価を行い、後期５年の基本計画を策定

します。 

 

● 実施計画 

基本計画を踏まえ、具体的な事業計画を明らかにするものです。毎年度の予算編成の基

本となる計画で、５か年の計画を中間年に見直します。 

 

（２）総合戦略 

 また、まち・ひと・しごと創生総合戦略は、町政の最上位計画である総合計画との整合性

を確保するとともに、国の「地方創生に関する総合戦略」を勘案しつつ、効果の高い施策を

集中的に実施していく観点から、計画期間は、後期基本計画と同様に令和８(2026)年度から

5 年間とする第 3 期を策定します。 
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（３）ＤＸ推進ビジョン 

 さらに、後期基本計画からは、総合戦略をデジタルの視点から支える分野横断的な基盤と

して、DX 推進ビジョンを総合戦略に組み込み、計画期間は、後期基本計画と同様に令和８

(2026)年度から 5 年間とします。 

 

 

年度 

計画 

令和 
３ 

(2021) 

 
４ 

(2022) 

 
５ 

(2023) 

 
６ 

(2024) 

 
７ 

(2025) 

 
８ 

(2026) 

 
９ 

(2027) 

 
10 

(2028) 

 
11 

(2029) 

 
12 

(2030) 

基本構想 
          

基本計画 
          

総合戦略 
          

ＤＸ推進ビジョン 
          

実施計画 

          

 

  

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間） 

10年間 

第2期 ５年間 

前期実施計画（５年間） 後期実施計画（５年間） 

見
直
し 

見
直
し 

５年間 

第3期 ５年間 



 

43 

 

策 
定 
の 
趣 
旨 
等 

２ 上市町の現況 

２－１ 位置及び地形・地質 

上市町は、新川平野の中央に位置し、富山市の以東約 15 ㎞にあって、東南に長く延びた長

方形をなしています。 

総面積は、236.71 ㎢であり、東南部は標高 2,999ｍに達する剱岳を主峰として、南へ奥大

日岳・大日岳・早乙女岳、北へ池平山・赤谷山などの山岳地帯を形成し、魚津市、黒部市及び

立山町に接しています。 

東南部に源を発する早月川及び上市川は西方に流れ、東高西低の地形をなし、北西部は平

野地帯で富山市、滑川市、立山町及び舟橋村と接しています。また、町中央部には高峰山断

層、東部には牛首断層、平野部には魚津断層が存在しています。 

 

  
■ 上市町の位置 

■ 上市町の地形の状況 
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２－２ 歴史・文化 

上市川沿いの丸山台地には、先土器時代の遺跡としては北陸で最初に発見された眼目新遺

跡があり、その他にも縄文式文化期の遺跡は 20 数遺跡を数えるなど、富山県内でも遺跡数の

多いことから古くからかなり多くの人々が住んでいたことが推定されます。 

上市町は、もと松尾野という集落でしたが、交通の要衝にあり、市が開かれたことから上

市野と称するようになり、文政７（1824）年の資料によると 450 戸の町並みをつくっていま

した。 

明治 22（1889）年４月の町村制の実施によって上市町となり、昭和 16（1941）年に音杉

村と、昭和 28（1953）年には南加積村、山加積村、宮川村、大岩村及び柿沢村と、昭和 29

（1954）年には相ノ木村及び白萩村と、昭和 30（1955）年には立山町の一部と合併し、昭和

31（1956）年には山加積地区の一部が分離、昭和 38（1963）年に立山町の新村を編入し、今

日の姿となりました。 

 

■ 町域の変遷 

合併等年月日 合併町村 
合併後 

合併種別 

面積（㎢） 人口（人） 

昭和16年4月1日 中新川郡上市町・音杉村 5.80 6,954 合体 

昭和28年9月10日 
中新川郡山加積村・南加積村・宮川

村・上市町・柿沢村・大岩村 
58.98 20,303 〃 

昭和29年4月1日 中新川郡相ノ木村 63.39 21,878 編入 

昭和29年5月10日 中新川郡白萩村 242.22 25,790 〃 

昭和30年1月1日 

中新川郡立山町の区域のうち大字横

越・神田・大塚・赤木・中村・野

徳・野福の区域を中新川郡上市町に

編入 

243.53 26,522 境界変更 

昭和31年6月1日 

中新川郡上市町の区域のうち大字本

江・小森・田林・東福寺野・東福寺

及び五位尾・黒川の地域の一部を滑

川市に編入 

237.53 25,109 〃 

昭和38年11月1日 
中新川郡上市町の一部を立山町へ、

中新川郡立山町の一部を上市町へ 
237.39 24,690 〃 

平成元年11月10日 国土地理院の再測量による面積修正 236.77 23,879  

平成26年10月1日 〃 236.71 21,156  

【出典】上市町統計書 
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２－３ 人口 

 本町の人口は、近年減少傾向が続いており、昭和 60（1985）年では 24,100 人であったの

が、令和２（2020）年では 19,351 人となっています。 

年齢３区分別の人口では、年少人口（15 歳未満人口）と生産年齢人口（15～64 歳人口）が

減少傾向にあり、老年人口（65 歳以上人口）が増加傾向にあります。平成７（1995）年から

は老年人口が年少人口を上回っており、令和２（2020）年では老年人口が 7,199 人、年少人

口が 1,852 人となっています。生産年齢人口は減少傾向が続いており、令和２（2020）年で

は 10,280 人となっています。年齢３区分別人口割合をみると、徐々に少子高齢化が進んでい

る状況となっており、特に老年人口は、平成 17（2005）年には 24.8％であったのが、令和 2

（2020）年には 37.2％と 12.4 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 人口の推移 

■ 年齢３区分別人口割合の推移 

【出典】総務省「国勢調査」 

【出典】総務省「国勢調査」 

24,100

19,351

4,759

1,852

15,964

10,280

3,377

7,199

0

5,000
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15,000

20,000

25,000

30,000

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

（人）

総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口
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62.0% 59.6%
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24.8% 28.2% 33.6% 37.2%
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20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2005年 2010年 2015年 2020年

年少人口 生産年齢人口 老年人口
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２－４ 世帯数 

 本町の世帯数は増加傾向ののち、平成 22（2010）年から令和２（2020）年にかけて減少

しています。内訳をみると、単独世帯、核家族世帯は増加しており、その他の世帯は減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 一般世帯数の推移 

【出典】総務省「国勢調査」 

白萩西部町営住宅 

1,199 1,359 1,540 1,701

4,122 4,280 4,310 4,336

2,027 1,764 1,531 1,198

7,348 7,403 7,381 7,235

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2005年 2010年 2015年 2020年

（世帯）

単独世帯 核家族世帯 その他の世帯
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２－５ 自然増減・社会増減 

 自然増減（出生児数と死亡者数との差）は、概ね減少傾向が続いており、特に平成 17

（2005）年以降は 100 人以上減少する傾向となっています。社会増減*（転入者数と転出者

数との差）は、平成 28（2016）年以降概ね減少傾向が続いていましたが、令和５(2023)年

には転入超過となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」再編加工 

※2012 年までは年度データ、2013 年以降は年次データ。2011 年までは日本人のみ、2012 年以降は外国人

を含む数字。 

  

■ 自然増減・社会増減の推移 

移住ツアー（低山トレッキング：城ヶ平山山頂） 
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３ 社会的潮流 

計画を策定するにあたって、本町のまちづくりのこれからの 10 年を展望するためには、

次のような社会的潮流に注視していく必要があります。 

 

（１）人口減少社会と地方創生への対応 

わが国の人口は平成 20（2008）年の１億 2,808 万人をピークに減少に転じています。更な

る少子高齢化の進行や団塊世代*が 75 歳以上を迎えることにより、医療や社会保障、介護、

地域コミュニティへの影響が懸念されています。こうした地方の現状に対して、国では平成

26（2014）年に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、「まち・ひと・しごと創生長期ビジ

ョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定するなど、地方創生・人口減少克

服に取り組む姿勢を打ち出しました。 

本町においても、少子高齢化や人口減少が進行し、今後もこの傾向が続くことが見込まれ

ます。このような人口構造の変化は、労働人口や税収の減少、地域社会のコミュニティ機能

の低下など町の施策全体に関わる問題となることが懸念されます。近年では、都市部から地

方への移住志向やテレワークの普及、地域資源を活かした新たな産業創出など、地方にとっ

て新たな可能性も生まれています。国は令和３（2021）年に「デジタル田園都市国家構想*」

を打ち出し、地方におけるデジタル技術の活用を通じて、地域課題の解決と魅力ある暮らし

の実現を目指しています。 

このため、子育て支援や教育、高齢者支援など住み続けたいと思える環境づくりに向けた

施策や地方創生施策に引き続き取り組むとともに、移住・定住の推進や関係人口*の拡大など

持続可能な地域社会に向けた担い手確保の取組を行う必要があります。あわせて、デジタル

技術を活用した行政サービスの向上や地域産業の振興、教育・医療・交通などの分野におけ

る利便性の向上を図ることが求められています。 

 

（２）安全・安心がより重視される時代 

未曾有の被害をもたらした東日本大震災後、国は「国土強靱化」を掲げ、国土や経済、暮

らしが、災害や事故などにより致命的な被害を負わない強さと、速やかに回復するしなやか

さをもつ国土、経済社会システムづくりを進めてきました。しかし、その後も平成 28（2016）

年の熊本地震などの発生や、度重なる土砂災害、大規模浸水被害の発生などから、大規模災

害に対する関心は一層高まっています。気象においても、近年の気候変動に伴い、雨の降り

方が局地化、集中化、激甚化し、平成 30（2018）年の台風や豪雨の被害など全国各地で甚大

な被害が発生しています。 

こうした自然現象における脅威に加え、近年では、手口が巧妙化する特殊詐欺*やサイバー

犯罪*の被害拡大、高齢ドライバーによる交通事故や自転車運転による人身事故などが顕在化

し、住民生活を脅かす不安が広がっています。 

一方、令和２（2020）年には、新型コロナウイルスが感染拡大し、医療崩壊の脅威にさら

されたほか、密集・密接・密閉を回避するため、全国的な外出の自粛、働き方の見直し、学び

を止めないための対策などを迫られました。 



 

49 

 

策 
定 
の 
趣 
旨 
等 

今後、地域での見守りや助け合いなど相互扶助の仕組みの強化を図りながら、また、新し

い生活様式にも対応しながら、安全で安心なまちづくりに取り組んでいく必要があります。

さらに、感染症や災害への備えに加え、気候変動やエネルギー問題など地球規模の課題にも

地域として対応する視点が求められています。また、近年特に住民の生活範囲にまで目撃・

痕跡情報が寄せられるクマや、従来からのイノシシなどをはじめとする鳥獣被害への対応が

必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ライフスタイルや価値観の多様化 

単身世帯や高齢者世帯、共働き世帯の増加など、家族の状況や社会環境の変化により、ラ

イフスタイルのみならず、価値観や住民ニーズも多種多様になっています。共働き世帯数の

推移をみると、全国では平成４（1992）年に共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、その差は

拡大傾向にあります。個人の意識についても、「仕事」と、育児や介護、趣味や学習、地域活

動などの「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる「ワーク・ライフ・バラ

ンス」の考え方が定着しつつあります。また、新型コロナウイルスと向き合う「新しい生活

様式」に対応することも求められます。 

本町では今後「ワーク・ライフ・バランス」の推進や、町民一人ひとりの個性や能力が発

揮できるようなまちづくりに取り組んでいく必要があります。 

また、外国人労働者の就労を大幅に拡大する改正出入国管理法が平成 31（2019）年４月に

施行されたことにより、今後、異なる言語や文化、習慣を持つ外国人労働者の増加が見込ま

れます。地域社会の一員として共に生活するにあたり、多文化共生社会への取組を行う必要

性が高まっています。 

  

新型コロナウイルス（イメージ） 

豪雨による川の増水 
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（４）人と人とのつながりを大切にする社会 

核家族や単身者等向け生活サービスの浸透や近隣コミュニケーションの減少、プライバシ

ー保護の厳格化など様々な要因が重なりあい、「無縁社会」と言われる人と人との関係の希薄

化が深刻化しています。このままでいくと、地域コミュニティにおいて重要な役割を担う自

治会（町内会）等の地縁組織の活動が弱まることが懸念され、環境美化や防犯活動、感染症

拡大時や災害時の支援活動など、町民同士が支えあう地域社会の再構築が求められています。 

本町においても、核家族や単身者の増加に伴う新たな地域課題が顕在化する一方で、既存

の地域課題も複雑化、多様化することが見込まれるため、町民、団体、事業者、行政等が協

働で取り組んでいく必要があります。加えて、デジタル技術を活用した地域コミュニティの

再構築や、孤立防止のための仕組みづくりも重要となっています。 

 

（５）社会経済情勢の変化 

わが国の経済は平成 20（2008）年の世界金融危機以降、低迷状態が続き、近年はようやく

回復の傾向が見られますが、令和２（2020）年の新型コロナウイルスによる世界的な感染の

影響により、社会経済情勢が一時低迷し、感染拡大防止策の充実と経済の回復が重要な課題

となりました。一方、企業の雇用形態の変化や就業の多様化による非正規雇用者*の増加、労

働力不足により外国人労働者数が全国で 230 万人を超えるなど、産業や就業構造が大きく変

化しつつあります。 

また、近年は新型コロナウイルスの影響により一時的に落ち込んだ訪日外国人観光客（イ

ンバウンド）も急速に回復し、2025 年には月間 300 万人を超える水準が定着するなど、過去

最高を更新する勢いで増加しています。観光業は地域経済の重要な柱であり、今後も持続的

な成長が期待されています。 

国は、国連が定めた「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の実施指針を平成 28（2016）年

に決定し、「持続可能で強靱、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が

実現された未来への先駆者を目指す。」という理念のもと、17 の目標と 169 のターゲットに

より、国内実施と国際協力の両面で国際社会をリードしていくとしています。 

本町においても、大きく変化しつつある社会情勢の中、持続可能な地域社会の実現を目指

し、ＳＤＧｓの目標を踏まえた行政運営を目指していく必要があります。また、物価高騰や

エネルギー価格の変動など、生活に直結する経済課題への対応も求められています。 

 

  

ＳＤＧｓ（イメージ） 
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（６）情報化の進展と生活の変化 

ＩＣＴ（情報通信技術）の普及・発展により、地球規模での交流が拡大し、リアルタイム

の情報共有が進んでいます。これにより、利便性の向上やライフスタイルの多様化が促進さ

れるとともに、社会を大きく動かす力となっています。今後は、ＡＩ（人工知能）や、情報家

電*から様々なセンサーまであらゆるものがインターネットにつながるＩｏＴ（Internet of 

Things）の技術が更に高度化し、移動体通信において５Ｇ*（次世代無線通信規格）が普及し、

データ通信の高速化・大容量化が進むなど情報インフラの革新により、それらが新たな社会

インフラとして住民生活に一層浸透し、経済や社会、暮らしの基盤となったり、感染症拡大

防止策の一つになっていくと考えられます。しかし、一方で、情報格差*の発生、運用コスト

の増加、人間関係の希薄化、ネットによる犯罪の増加などの課題も顕在化しています。 

本町においても、地域課題の解決や住民サービスの向上、行政事務の効率化にＩＣＴの活

用を検討する必要があります。さらに、デジタル田園都市国家構想の推進により、地方にお

けるデジタル活用の機会が広がっており、地域の実情に応じたデジタル施策の展開が求めら

れています。 

 

  

ＩＣＴ（情報通信技術）の発展（イメージ） 
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４ 将来に向けたまちづくりの課題 
 

令和６（2024）年実施のまちづくりアンケート調査により、以下のとおり各まちづくり施

策の満足度と重要度を分析し、テーマごとのまちづくりの課題を明らかにすることで、住民

ニーズに即した「まちの将来像」を設定します。 

 

 

４－１ 施策の満足度・重要度の分析 

本調査では、まちづくりに関する 29 の施策について、町民より「重要度」と「満足度」の

両面から評価をいただきました。いずれも 5 段階評価で、重要度は「重要（5 点）」から「重

要ではない（1 点）」まで、満足度は「満足（5 点）」から「不満（1 点）」までの選択肢となっ

ています。 

一般的に、施策に対する思考の順序としては、まず「自身にとって重要かどうか」を判断

し、その上で「その内容に対して満足しているかどうか」を評価する傾向があります。この

ため、重要度が高いにもかかわらず満足度が低い施策は、町民が課題を強く感じている領域

と捉えることができます。 

本調査では、これらの傾向を視覚的に把握するため、横軸に重要度、縦軸に満足度をとっ

た散布図を用いて分析を行いました。散布図上では、重要度と満足度が一致する場合、点は

対角線（左下から右上）上に位置します。この対角線から右斜め下に離れるほど、「重要なの

に満足していない」と感じている度合いが強いと考えられ、課題感の高い施策として優先的

な対応が求められます。 

この考え方をもとに、重要度と満足度の差分の大きさをもとに、29 の施策を 4 つに分類し

ました。 

A：重要度－満足度が 1.5 以上 

 → 町民の課題感が最も強いと推測される施策 

B：重要度－満足度が 1.0 以上 1.5 未満 

 → 町民の課題感が次いで強いと推測される施策 

C：重要度－満足度が 0.5 以上 1.0 未満 

 → 町民の課題感が中程度と推測される施策 

D：重要度－満足度が 0 以上 0.5 未満 

 → 町民の課題感は弱いと推測される施策 
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■ 重要度と満足度の散布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、各施策の重要度と満足度の平均値 

（四捨五入の関係上、表の数値の引き算が差分と一致しないことがあります。） 

 

Ａ 町民の課題感が最も強いと推測される施策（3施策） 

重要度－満足度が 1.5 以上 

施策 
平均 

重要度 

平均 

満足度 
差分 

中心市街地のにぎわい 4.05 2.17 1.88 

公共交通 4.17 2.53 1.64 

商業・サービス業の振興 4.08 2.57 1.51 
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Ｂ 町民の課題感が次いで強いと推測される施策（12施策） 

重要度－満足度が 1.0 以上 1.5 未満 

施策 
平均 

重要度 

平均 

満足度 
差分 施策 

平均 

重要度 

平均 

満足度 
差分 

小・中学校の教育 4.39 3.04 1.36 公共施設 3.91 2.80 1.13 

医療 4.51 3.17 1.34 行財政運営 3.96 2.84 1.12 

観光の振興 3.94 2.64 1.30 障害者への支援 4.13 3.05 1.08 

除雪 4.33 3.04 1.29 高齢者への介護・福祉 4.25 3.17 1.07 

子育て支援 4.44 3.16 1.28 防犯 4.19 3.15 1.04 

公園・道路整備 4.01 2.81 1.20 地域の情報化 3.82 2.79 1.03 

 

 

Ｃ 町民の課題感が中程度と推測される施策（13施策） 

重要度－満足度が 0.5 以上 1.0 未満 

施策 
平均 

重要度 

平均 

満足度 
差分 施策 

平均 

重要度 

平均 

満足度 
差分 

工業の振興 3.82 2.82 0.99 消防・防災 4.03 3.34 0.69 

農林業の振興 3.83 2.84 0.99 スポーツの振興 3.67 2.98 0.69 

コミュニティづくり 3.77 2.86 0.90 国際交流 3.39 2.71 0.68 

交通安全 4.07 3.21 0.87 保健（検診・健康講座など） 4.14 3.46 0.67 

移住・定住促進 3.93 3.10 0.83 男女共同参画 3.46 2.84 0.62 

上・下水道 3.99 3.23 0.76 歴史・文化の保全・活用 3.53 3.02 0.51 

生涯学習環境 3.75 2.99 0.75 

 

 

Ｄ 町民の課題感は弱いと推測される施策（1施策） 

重要度－満足度が 0 以上 0.5 未満 

施策 
平均 

重要度 

平均 

満足度 
差分 

ごみ収集 4.01 3.64 0.36 
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４－２ テーマごとのまちづくりの課題 

（１）少子化や若年層の流出への対策 

● 本町では、15 歳未満の人口が減少を続け、少子化が進行しています。また、20 代、30

代といった若年層の転出も多く、まちづくりアンケート調査では「子育て支援」「医療」

「小・中学校教育」など、子育て世代や若年層が重視する分野で、重要度に対して満足

度が大きく下回る（ギャップが大きい）状況が明らかになりました。若者や子育て世代

が住みたい、住み続けたいと思えるような環境整備が必要です。 

● 子ども・子育て支援に関して、まちづくりアンケート調査では女性 30 代・40 代の「希

望する子どもの数」と「実際の子どもの数」にギャップがあり、経済的負担の軽減や保

育環境の充実、多子世帯支援への要望が強いことが示されています。今後、結婚から妊

娠期、子育て期にわたる総合的支援を提供するために、地域に密着した結婚支援及び出

産から子どもの成長に合わせた、切れ目のない子育て支援体制の構築・継続が必要です。 

● まちづくりアンケート調査では、教育分野において「経済的負担軽減」「幼児・少人数

学級」「多子世帯支援」などへのニーズが子育て世代を中心に高まっており、子育て・

教育環境のさらなる充実が求められています。町の未来を担う子どもたちが、自ら学ぶ

意欲と生きる力を育み、基礎的・基本的な学力の定着と体力・運動能力の向上を図るた

め、ＩＣＴ等を活用した環境整備や少人数の強みを生かした教育カリキュラムの検討な

ど、健やかに育つことができる教育環境の充実・強化が必要です。 

● 若年層が進学や就職を機に転出しても、本町に戻って子どもを育てたいと思えるよう、

本町の現状にふれて、地域の魅力や歴史文化等の普遍的な価値に気づき、町を愛する心

が醸成されることが大切です。まちづくりアンケート調査では、「自分のまち」として

の愛着を感じている 20 代から 40 代は５割前後となっており、引き続きふるさと学習

を充実させることが必要です。一方で、定住意向のある層でも「中心市街地のにぎわい」

や「公共交通」など生活利便性への課題感が強く、これらの改善も若年層の定着・回帰

に重要であることが示唆されています。 

  

上市えきなか古本市 
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（２）超高齢社会への対応 

● 本町の高齢化率は今後も増加する見込みとなっています。更なる高齢化に備え、健康づ

くり活動や介護予防の充実などの「健康寿命の延伸」による、健やか長寿社会を目指し

たまちづくりを進めていくことが重要です。まちづくりアンケート調査では「医療」「高

齢者介護・福祉」分野の重要度が非常に高く、特に「医療」については満足度とのギャ

ップが大きいことが明らかになっています。 

● 生涯スポーツや生涯学習を通じた生きがいづくり、高齢者に仲間入りする前からの社会

参加や社会貢献の機会提供、ささえあい・助け合いによる「小地域を基本単位とした地

域福祉活動」の推進など、分野横断的な施策・事業を総合的に実施することによって、

超高齢社会に対応していく必要があります。 

● 今後 10 年のうち、団塊の世代が後期高齢者となり、医療・介護・福祉に対するニーズ

は増大することが想定されるなか、行政が町民と関係団体・機関とのつなぎ役となり、

地域で高齢者をささえる仕組みを整えることが必要です。そのため、医療と介護の連携、

地域における支援など、関係団体や機関同士の連携体制の構築が必要です。また、まち

づくりアンケート調査では「医療」分野の課題感が特に南加積・山加積地区で強く、診

療所の閉鎖や地域差が課題となっていることも示されています。地域ごとの医療アクセ

スや支援体制の格差解消も重要な視点です。 

● 平均寿命が延びる中、だれもがいつまでも健康で、地域でささえあいながら共に生きてい

くことが大切です。人生 100 年時代を豊かに生きるため、リカレント教育*の展開をはじ

めとする新たな生涯学習の場や機会の提供と充実が求められていることから、多世代が

参画することができる生涯学習の推進が求められています。また、地域での学びや活躍の

場へ参加するためのきっかけづくりの工夫をするなど、積極的な情報提供が必要です。 

● がん検診や特定健診の受診率の向上を図り、年齢・性別に応じた栄養指導を進めるほか、

自らの努力により健康寿命を延伸することに加え、かみいち総合病院の経営健全化、保

健・医療・福祉の連携を図り、地域やＮＰＯ*・ボランティアなど各種団体が協働できる

環境を整備する必要があります。 

● ボランティア活動などの社会奉仕活動や、健康づくりにもつながる文化・スポーツ活動、

特色ある伝統行事への参加や保護活動を通じて、地域への誇りや愛着心を持った、次代

のまちづくりを担う人材の育成につなげていく必要があります。 

  

通いの場 
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（３）雇用の創出や地域活性化に向けた取組 

● 本町では雇用の場が少ないことや、日常生活の不便さなどを理由に、若者の流出に歯止

めがかからない状況です。まちづくりアンケート調査でも、移住・定住促進に対して、

「働く場の創出」が重要と考える割合が高くなっています。農林業と他業種との連携や、

一次産品の付加価値を高める６次産業化*など、新たな展開による雇用拡大や所得向上

による地域産業の活性化を図る対策が必要です。 

● 近年では、フレックスタイム制*やテレワークに代表される、時間や場所を問わない多

様な働き方があり、二地域居住のように複数の拠点を行き来する新しいライフスタイル

が提案されています。働き方やライフスタイルの多様化に伴うきめ細やかなニーズに対

応した環境の整備が求められています。 

● ＩＣＴ（情報通信技術）の急速な進化は、交通、医療、福祉、観光、教育、防災等の様々

な分野で、課題の解決や新規ビジネスの創出を促し、社会経済活動全体を変革する可能

性を高めており、その効果的な利活用が不可欠となっています。 

● 企業誘致は、雇用や税収に大きく寄与することから積極的に取り組むべき課題となって

おり、そのためにも、上市スマートインターチェンジを軸とした都市基盤の整備におい

て、誘致に向けた環境整備を着実に推進することが求められています。 

● 地域の活性化のためには、剱岳をはじめとした豊かな緑や水などの自然環境、寺社仏閣、

遺跡といった歴史的資源などについて、観光・レクリエーション*振興の地域資源として

戦略的に活かしていくとともに、積極的な情報発信や訪問者の多様なニーズへの対応を

図ることにより、まちの魅力を伝えていくことが求められています。 

  

ドローンを使った農薬散布 
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（４）安全・安心な地域社会づくり 

● 本町においては、環境基本計画に基づき、ペレットストーブ*設置への補助、ごみの減

量化、環境意識の向上、自然環境の保全等に取り組んでおり、まちづくりアンケート調

査においても「ごみ収集」は重要度と満足度の差は小さい状況ですが、さらなる環境へ

の認識を深め、意識を高める必要があります。 

● 平成 27（2015）年の国連サミットでは、地球環境や経済活動、人々の暮らしなどを持

続可能とするためにすべての国連加盟国が令和 12（2030）年までに取り組む行動計画

であるＳＤＧｓが採択されました。本町においても、すべての町民が幸せに暮らすこと

ができる持続可能なまちへの取組を行う必要があります。 

● 本町は、近年においては大規模な災害をあまり受けたことがなく、災害リスクが比較的

低いまちです。しかしながら、平成 23（2011）年に発生した東日本大震災の教訓や近

年、全国各地で多発している水害等もあって、町民の地震や水害など防災に対する意識

は高まりつつあります。災害に強い道路、水道や避難所の確保、公共施設や住宅の耐震

化などの「国土強靭化」を進めるとともに、防災意識の高揚や、自主的な防災活動の一

層の推進を図ることなどが課題となっています。 

● 高齢者や子どもなどの弱者を狙った犯罪や動機が明らかでない凶悪犯罪が全国的に顕

在化している他、特殊詐欺やサイバー犯罪による被害も後を絶ちません。防犯対策の強

化を地域ぐるみで進めていく必要性が高まってきています。 

● 子どもや高齢者等へ配慮した交通環境の整備は交通事故などを未然に防ぐために重要で

あるとともに、防犯に役立つ見守り環境の充実や街路灯などの整備が求められています。 

● 今後も感染症拡大の脅威は免れないと見込まれ、一人ひとりが情報収集に努め、新たな

生活様式の下で感染対策を継続的に行うよう、行動を促すことが大切です。 

  

交通安全教室 
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（５）まちの基盤整備と維持の推進 

● 住環境においては、計画的な宅地開発や空き家の解消が求められています。また、美し

く快適なまちへ向け、取組を進める必要があります。 

● 公共交通について、町営バスの路線再編などの取組を進めていますが、まちづくりアン

ケート調査において、住み続けたくない理由として「公共交通が不便だから」が「飲食

店や娯楽施設が少ないから」に次いで多く、また人口減少社会で活力ある町を目指して

本町が取り組むべきことに対して、「コンパクトシティ*の推進や公共交通の充実など、

持続可能な地域を目指す取組み」が 4 割台となっています。上市スマートインターチェ

ンジや鉄道などのインフラを基盤としつつ継続的に公共交通の利便性を維持・向上させ

ることが必要です。 

● 良好な居住環境を確保することは重要な視点であり、人口が減少していく中で、まちの

機能を維持・増進していかなければなりません。公共施設や、道路、橋梁などの都市基

盤の老朽化が進む中で、適切な維持管理に加え、建て替えや長寿命化、配置適正化の検

討を進めて極力将来に負担を掛けない取組を行う必要があります。 

 

（６）誰もが住みやすい環境づくり 

● 現在、町が抱える課題である「人口減少」について、これまでの人口推移及び将来の人

口推計から、町の人口は今後も確実に減少していくことは避けられない状況にあります。

このことから都市部との交流や関係人口の拡大、移住・定住の推進により、人口の減少

スピードを緩やかにする取組と併せ、人口が減少しても質的に充実して暮らすことので

きる「縮充型社会」を目指した地域社会の再構築のための取組が求められます。 

● 人権尊重の意識の高まりは世界的な潮流となっており、近年では情報化の進展や価値観

の多様化により、LGBTQ＋*など性的少数者への配慮はもとより、すべての人が有する

性的指向や性自認（SOGI*）への理解が重要性を増しています。こうした性の多様性を

含め複雑化する人権問題に対して、問題解消に向けた取組を進めていく必要があります。 

● 本町に外国籍の町民が住んでいることを踏まえ、異なる文化や価値観への理解を深め、

多文化共生を目指すまちづくりが求められています。 

  

町営バス 
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（７）コミュニティの活性化と協働のまちづくり 

● まちづくりアンケート調査では、コミュニティづくりに対する満足度が 9.3％にとどま

っており、また、まちづくりに関わる団体の構成員が高齢化していたり、人材が不足し

ていたりすることから、今後の担い手育成の支援が求められます。 

● 一方では、まちづくりアンケート調査では、地域コミュニティの活性化や住民参加に向

けた取組について、「地域活動に参加することで町民が町の未来を考えるきっかけにな

る」、「ボランティア活動への参加者が多くなると町のイメージアップに繋がる」といっ

た意見があり、地域コミュニティの活性化の仕組みが求められています。また、町民の

意見をもっと積極的に取り入れ、町づくりに参加できる機会を増やすことが期待されて

います。 

● さらに、将来の地域の担い手づくりとして、移住した「定住人口」、観光に来た「交流

人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる「関係人口」の創出が大切です。そ

のため、「関係人口」を継続的に呼び込み、地域への貢献活動を実行してもらうための

仕組みづくりが必要です。 

● ライフスタイルや価値観、住民ニーズに比例し、町民の行政に対する要望も多様化して

おり、地域特性や住民ニーズに対応したまちづくりが求められています。しかしながら、

すべての住民ニーズに対して行政だけできめ細やかに対応することには限界がありま

す。行政の視点だけでなく、地域の実情をよく理解している町民や事業者などとともに、

多様な視点を持って課題の解決方法等を考えることで効率的・効果的なまちづくりを展

開していくことが必要です。 

● 関係団体・事業者ヒアリングにおいて、行政との協働について、できることがあれば関わ

っていきたい旨の意見が挙がった一方、町内で活動する団体の取組や情報提供の充実を

求める意見も挙げられたことから、一緒にまちづくりに取り組む仲間づくりや情報の発

信、企業版ふるさと納税*などを通じた関係団体・事業者との協働の充実などが求められ

ています。 

 

  

ふるさと観光上市まつり 
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（８）行政の効率化と財政の健全化 

● 社会保障費の増大のほか、高度成長期以降に整備してきた社会資本の老朽化に伴う維持

管理及び更新コストの増大に伴う財政負担の拡大が懸念されます。一方で、人口減少の進

行に伴う労働人口の減少や市場規模の縮小等によって、税収の伸びが見込めない状況が

予想される中、既存ストック*の有効活用や計画的なアセットマネジメント*の実施、広域

連携の強化による効率的な行政経営と、健全で持続可能な行財政運営がこれまで以上に

強く求められています。 

● 高齢化の進展と生産年齢人口の減少によって、生産性の向上や質の高い行財政運営が求

められています。そのため、ＩＣＴを活用した業務の標準化・効率化に努め、更なる業

務改革の推進と安定的な財政運営が必要となっています。あわせて、限られた人材での

行政運営に向けて、職員一人ひとりの能力を組織的に育成することが求められています。 

● まちづくりアンケート調査では、「広報上市」を毎号必ず読んでいる割合が約６割で、

町からの行政情報の入手手段については、「広報上市」のほか町公式ホームページや「議

会広報かみいち」、自治会の回覧板や掲示板が多くなっています。行政や地域団体の取

組など、町民のもとに有用な情報が正確に届くよう、情報を集約・発信できる体制を整

えるとともに、情報が町民へ確実に届く仕組みづくりが必要です。 

● 財政の健全化には、行政のスリム化や効率化により歳出を抑制するだけでなく、定住促

進や地域産業の振興、企業誘致、観光・レクリエーションの活性化などによって、いか

に歳入を増やし、町の財政力を強化するか、さらには働く場を増やし、まちに活気を生

み出すかという考え方も合わせて求められています。 

 

 

広報上市 
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 

©2012 W.C.F.P 

 

 

 

 

 

つながる１ 子育て支援 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 将来的に乳幼児・児童数の減少が見込まれる一方で、子育てや教育、保育サービスに対する

ニーズは、経済的支援や保育環境の充実、産前産後のサポート、相談体制の強化など、より

多様かつ具体的に高まっています。特に子育て世帯や若年層からは、経済的負担の軽減や住

宅支援、保育所（園）等の利用しやすさ、デジタル化による手続きの簡素化など、切れ目の

ない支援体制への期待が強く寄せられています。 

● 今後は、乳幼児・児童数やニーズの動向を注視しつつ、子育て世帯の不安や負担感の軽減を

図るため、サービスの質と利便性の向上、関係団体・機関の分野横断的な連携、デジタル技

術の活用、人材確保・育成など、総合的な子育て支援体制の強化が求められます。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

子育て世帯の転入数 

（0～6歳児を含む世帯）【総合戦略】 
29 世帯 35世帯 

産後ケア事業の利用率 

（産婦のうち利用した割合）【総合戦略】 
40.1％ 50％ 

放課後子ども教室延べ利用人数【総合戦略】 13,664 人 14,000人 

放課後児童クラブ設置数【総合戦略】 6か所 6か所 

病児･病後児保育事業の実施施設数 2か所 3か所 

１－１ 

豊かな自然に抱かれ、子どもから若者、子育て世帯まで、妊娠・出

産・子育て・教育の各段階で切れ目なく多様な支援が受けられて

います。 

ミライの 

上市 

１ つながる上市 
幸せでわくわくのミライへ “つながる” 子育て・教育 

子育て支援の充実 
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施策の内容 

１－１－１ 

多様な保育サービスの充実 

 

○ 町内の各保育所（園）及び認定こども園*において、通常保育に

加え、一時預かり事業や病児・病後児保育事業など多様な保育ニ

ーズに柔軟に対応し、子育て世帯の不安や負担感の軽減を図りま

す。 

★ 保育所（園）及び認定こども園の施設については、必要な修繕を

随時行い、民間施設には必要に応じて助成するとともに、ICT の

活用を推進するなど快適かつ安全な保育環境を提供します。 

★ 保育士・支援員等の人材確保・育成、職員の資質向上、適正配置、

デジタル技術の活用などにより、運営体制の充実とサービスの質

の向上を図ります。 

○ 町内の各保育所（園）及び認定こども園が連携し、保育研究を実

施するとともに、職員のキャリアアップ、保護者・地域との情報

共有を進め、保育の質の向上を目指します。 

１－１－２ 

地域ぐるみの子育て支援体

制の強化 

 

 

 

○ 町内３か所で実施している地域子育て支援拠点事業について、サ

ービスの提供の必要性に応じて、他の事業者からの参入希望等を

調査し、今後の事業展開を検討します。 

１－１－３ 

若者・子育て世代へのライ

フデザイン・子育て力育成

支援  

○ 妊娠・出産・子育てに関する各種教室やイベントを通じて、親同

士や親子の交流を促進するとともに、ライフデザイン*や子育て

に関する悩みや不安への相談支援を充実させます。 

○ 町内の各保育所（園）及び認定こども園において、乳幼児と中学

生のふれあい体験学習を実施し、次世代の親となる若者が子育て

やライフデザインを考える機会を創出します。 

★ デジタルツールを活用した情報発信の強化など、子育てに関する

多様なつながりの場の提供に努めます。 

１－１－４ 

多様な子どもの居場所・体

験活動の充実 

 

○ 保護者の就労等により帰宅時に家が留守となる小学生や、様々な

事情を抱える子どもたちに対し、小学校の余裕教室や児童館、公

共施設等を活用し、放課後や休日に安心して過ごせる多様な居場

所や体験活動の場を提供します。 

○ 児童館や放課後児童クラブ、放課後子ども教室の環境整備に努

め、安全性や活動の多様性を高めます。 

○ 地域住民や多世代、社会教育団体等と連携し、学習・スポーツ・

文化・自然体験など、子どもたちが自由に楽しく成長できる多様

な体験活動を推進し、子ども同士や保護者、地域の大人との交流

を通じて、孤立や不安を防ぎ、地域全体で子どもを守り育てる体

制づくりを進めます。 

©2012 W.C.F.P 
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 

©2012 W.C.F.P 

主な取組 

● 公立保育所運営事業   ● 民間保育所（園）・認定こども園運営支援事業 

● 保育士等キャリアアップ研修事業 ● 保育所等連携事業 

● 放課後児童健全育成事業  ● 地域子育て支援拠点事業 

● 放課後子ども教室推進事業  ● 児童クラブ育成支援事業 

● 青少年健全育成事業      ● 周産期等の支援 

● 保育所（園）等の ICT 推進事業 ● デジタルツールを活用した情報発信強化 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 子育て支援策や利用できる制度について積極的に情報を収集し、必要に応じてデジタル申請や相

談窓口を活用します。 

○ 子育てや妊娠・出産で困っている人を見かけたら、こども家庭センターや地域子育て支援拠点、

出産・育児支援サイト「きらきらかみっ子」などを紹介します。 

○ 子育てイベントや地域の交流活動に参加し、子育て仲間づくりに協力します。 

【地域・団体・事業者等】 

● 放課後や休日、地域の中で子どもたちが安心して過ごせる居場所や体験活動の場の提供に努め、

見守りや交流に協力します。 

● 事業者は、子育て世帯向けのサービスや職場環境の整備、子育て支援活動への協賛・協力などを

通じて、子育てしやすいまちづくりに貢献します。 

 

関連する計画・条例等 

○ 上市町こども計画           ○上市町こどもの権利条例 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策の内容の文頭マークの凡例＞ 

 
 

 

     ：総合戦略（おおかみこどもプロジェクト）との関連する施策 

施策の内容：★…新規施策または後期計画から新たな方向性を取り入れた施策 

○…引き続き適時改善を図りながら推進する施策 

  

©2012 W.C.F.P 
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現状と課題 

● 本町では、人口減少や核家族化の進行、女性の社会進出等により、子育てに関わる人や大人

と子どもがふれあう機会の減少、子育て家庭の負担の増加が大きな問題となっています。本

町で培われてきた地域のマンパワーや地域住民同士のつながりを活用しながら、地域ぐるみ

の子育てを推進し、より多くの町民が子育てに関わることで、子育て家庭の負担軽減を図る

とともに、子どもの健全な成長へつなげることが大切です。 

● 近年、児童虐待への対策や障害のある子どもに対する支援や、ヤングケアラー*など支援を

必要とする子ども・家庭に対する迅速かつ適切な支援が求められています。本町においても、

子育てに関する悩みを相談する機会をもっていない人や、貧困状態で経済的な支援を求める

家庭に対し、適切な支援が行き届くようにする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

２か月児訪問実施率（乳児家庭全戸訪問事業） 100% 100% 

養育支援等に携わる職員数 11人 11人 

出産・育児支援サイト「きらきらかみっ子」月平均訪

問数 
1,104 回 1,500回 

 

 

施策の内容 

１－２－１ 

子育てに関する情報提供・

相談体制の強化 

 

 

○ 妊娠届出時に出産・子育て便利帳や子育てに関するパンフレット

等を配布するほか、出産・育児支援サイト「きらきらかみっ子」

等のメディアを通して、各子育て支援施設で開催される講座等の

情報を発信します。 

○ 福祉課・こども家庭センター窓口、児童福祉施設、こどもの城、

保健師等での相談支援を充実させるとともに、必要に応じて医療

機関等と連携しながら支援を行います。 

すべての子育て世帯を地域で支える環境の整備 

子育てに不安や孤独を感じることなく、地域ぐるみで安心して子

育てができています。 

ミライの 

上市 

１－２ 

©2012 W.C.F.P 
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 

©2012 W.C.F.P 

１－２－２ 

家庭や地域における子育て

環境の充実 

 

○ 児童クラブ、子育てサークル、ボランティア団体等が、自主的に

実施する地域の子育て支援活動の運営等について、行事等へ気軽

に参加できるよう内容の見直しや環境づくりに努めながら支援

します。 

○ 地域で子育てする親を見守り、支援するため、身近な相談役とし

て母子保健推進員の委嘱を行うとともに、活動の周知を図ります。 

○ 世代間で助け合いながら子育てすることで、子育てへの不安の緩

和や負担の軽減につながるよう、三世代同居での子育ての環境づ

くりを支援します。 

１－２－３ 

デジタル技術を活用した母

子保健の充実  

 

 

★ 産前産後の母子の健康及び子どもの健康と健全な発育を守るた

め、妊婦に対して母子の一貫した記録となる母子健康手帳を交付

します。また、妊娠届などデジタル技術による利便性向上を目指

します。 

○ 妊婦や乳幼児の親子に対し、健康診査、パパママ教室、家庭への

訪問等を実施し、子育てへの不安解消を図ります。また、子ども

が生まれたすべての家庭に育児用品などが入ったギフトボック

ス（Kamiichi Baby Gift）を渡します。 

○ 富山県が開設している不妊専門相談センターや富山県中部厚生

センター等と連携して、不妊症不育症で悩んでいる方に対する情

報提供や相談体制を充実させるほか、治療費の助成を行います。 

○ 高校生年代までの子どもの医療費の自己負担分を助成し、子育て

世帯の負担軽減に努めます。 

○ 富山地区広域圏各市町村と連携し、休日・夜間救急センターや小

児救急電話相談等について周知します。 

○ 低体重児の出生の増加等を踏まえ、母子の健康の確保を図るた

め、自らの食習慣に興味が持てるよう、食を通じた健康づくりに

関する情報提供を推進します。また、小・中学校及び保育所（園）

等の食育計画に併せ、発達段階に応じた食育教室の開催を検討し

ます。 

１－２－４ 

仕事と子育ての両立支援 

○ ワーク・ライフ・バランスの考え方について、広報等を通じて、事

業所や労働者、地域住民等に対する意識啓発及び周知に努めます。 

○ パパママ教室での講話や実習を通して出産や育児について学ん

だり、父親同士が情報交換できるように支援し、父親の育児や家

事の参加促進を図ります。 

○ 育児休業制度や介護休業制度の普及や制度を利用しやすい職場

の雰囲気づくりなど、事業所等における子育てしやすい労働環境

づくりの普及啓発を図ります。 

○ 富山県や事業者、ハローワーク、関係機関等と連携を図り、情報

提供やサポート体制の構築、スキルアップに関する支援を行うな

ど、出産や子育てのため退職した女性の再就職に向けた支援を行

います。 
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１－２－５  

すべての子どもが健やかに

成長できる環境の整備 

 

 

★ 子育てに対し不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育

支援が必要となっている家庭を対象に、こども家庭センターによ

る母子保健と児童福祉の両機能が一体的に関わり、妊産婦から子

育て期にわたる切れ目ない相談支援体制の充実を図ります。ま

た、必要に応じて、こども家庭センターが養育訪問を実施し、個々

の家庭の抱える養育上の課題の解決や軽減を図ります。 

○ 児童虐待の早期発見・早期対応のため、子育て支援ネットワーク

（要保護児童対策地域協議会）で各関係機関と情報を共有しなが

ら対応していくほか、ＤＶ*案件については富山県中部厚生セン

ターと連携しながら対応します。 

○ 犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた子どもの精神的ダ

メージの軽減や立ち直りを支援するため、各学校のスクールカウ

ンセラー*やスクールソーシャルワーカー*と連携し、子どもに対

するカウンセリングや保護者に対する相談対応等を行います。 

★ ヤングケアラーのいる家庭を対象に、ヘルパーを派遣し家事援助

や相談支援を行うことにより、ヤングケアラー支援の充実を図り

ます。 

○ ひとり親家庭に対し、経済的支援を行うとともに、こども家庭セ

ンターや富山県中部厚生センター、町社会福祉協議会等と連携し

た相談支援の充実を図ります。 

○ 経済的に困難を抱える子育て家庭やヤングケアラー等の把握に

努め対策の検討を行うほか、幼児教育・保育、学校教育、生活環

境、就労の面での子どもの貧困対策を充実させます。 

○ 関係機関が連携し、障害の早期発見・早期対応に努め、乳幼児期

から就学、進学、就労等への継続的な支援体制の確立を図るほか、

支援を要する子ども（障害児）の保育所（園）等への受入の確保

を図るため、必要な保育士等の配置について財政支援（補助）を

行います。 

★ 上市町こどもの権利条例の普及啓発を推進し、こども、若者及び

子育てを社会全体で支え合う機運の醸成を図ります。 

 

主な取組 

● 妊娠・出産期保健事業  ● 乳幼児期保健事業       

● 学齢期保健事業   ● 幼児言語治療教室運営事業  

● 子育て世帯への経済的支援事業 ● ひとり親家庭等医療費助成事業  

● 三世代同居推進給付金事業  ● Kamiichi Baby Gift 事業  

● 乳児おむつ購入助成事業  ● 切れ目のない母子保健対策事業  

● こども家庭センターの推進    ● ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業 

● 妊娠届出の電子化事業   
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 
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町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 基本的な生活習慣やコミュニケーション能力を家庭でしっかりと育みます。 

○ 地域などの行事には、子どもと積極的に参加します。 

○ デジタル化した子育て関連のサービスの積極的な活用に努めます。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域ぐるみで、若者や子ども、妊婦を見守り、悩みに寄り添うよう努めます。 

● 地域の行事や団体活動を通じて、地域のつながりで子どもを育てるよう努めます。 

● 職場では子育て世代や若者を見守り、子育てしながら働きやすい職場づくりを進めます。 

● 虐待が疑われる子どもを見かけたら、役場等に連絡します。 

関連する計画・条例等 

○ 上市町こども計画           〇 上市町こどもの権利条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子育て支援教室（カミール） 
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つながる２ 教育・文化 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 少子化や経済のグローバル化、情報化等により社会が大きく変化する中、教育を取り巻く環

境も大きく変化しています。そのため、子どもたちが新しい時代を切り拓く力を培えるよう、

「生きる力」の基礎を養う教育が求められます。本町では、児童・生徒一人ひとりの個性を

尊重し、基礎基本を定着させる教育を目指し、特別支援教育や不登校・いじめへの取組を中

心に、幼保・小・中や関係機関との連携促進に努めました。そのほか、学校施設の耐震化等

教育環境の充実も行いました。また、教育環境の整備を目的に町内の小中学校を 1 校へ統合

する義務教育学校の整備計画も進行中です。地域の学校運営への関心も高く、今後とも「地

域とともにある学校」という観点を第一義に魅力あふれる学校づくりを引き続き進めていく

ことが大切です。 

● 家庭において基本的な生活習慣や社会的なマナーなどについて、家族での話し合い、ふれあ

いの機会を作ることがますます必要となっており、様々な家庭環境を踏まえた支援が必要です。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

家庭での学習習慣【総合戦略】 
小学生 68％ 

中学生 49％ 

小学生 70％ 

中学生 60％ 

中学生の自己有用感【総合戦略】 79％ 80％ 

中学生の学習への関心度【総合戦略】 76％ 80％ 

 

 

  

小・中学校において、時代の変化に対応し、たくましく生きていく

ための人間力・社会性を培う教育が充実しています。 

ミライの 

上市 

学校教育の充実 

タブレットを使用した学習 

２－１ 
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 
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施策の内容 

２－１－１ 

教育内容の充実 

 

 

○ 個々の発達の度合に応じた学びを進め、基礎的な学力の定着を図

ることにより、自ら考え学ぶ力を培い、しなやかで伸びしろのあ

る子どもたちを育む教育、上市町が持つ豊かな自然や歴史・文化

を学び体験することにより、郷土への誇りと愛着を育て、もって

自己の確立を促し、国際社会の中で自らを表現し、コミュニケー

ションがとれる子どもたちを育む教育に取り組んでいきます。 

２－１－２ 

教育環境の充実 

 

 

★ 学校施設をできる限り地域に開放するというコンセプトのもと、

義務教育学校の開校に向けた準備等を行います。 

○ 個別施設計画を基に、学校施設の改修等を行います。 

○ 学校が本来担うべき業務を整理し、ＩＣＴ環境の整備や校務支援

システム*・授業支援システム*の導入、業務委託の検討に加え、

中学校部活動の見直しにより、教職員の負担を軽減することによ

り、本来の授業構築や児童生徒の支援に時間を充てることで、子

どもたちの教育環境の充実を図ります。 

○ 関係機関が連携し、乳幼児期からの切れ目ない発達支援に努める

とともに、いじめや不登校等の子どもたちに対し、スクールカウ

ンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育センター及び教育

支援センターなどが一体になって支援を行っていきます。また必

要に応じてＩＣＴを活用した対応にも努めます。 

２－１－３ 

地域と共に取り組む学校 

づくり  

 

 

 

○ 地域の見守りにより、子どもたちが安全・安心に通学できるよう、

通学路の定期点検を進めます。 

★ 学校、地域、家庭が一体となって「学校を核とした地域づくり」

を目指して協働するコミュニティ・スクールを推進します。 

○ 上市高校との協働により、高校教育の振興を図ります。 

 

主な取組 

● 義務教育学校整備事業 

● 外国語教育推進事業（全小・中学校に外国語指導助手を配置、独自カリキュラムの作成） 

● 情報教育推進事業（ＧＩＧＡスクール構想*の推進） 

● 学校給食事業（自校式給食の維持、地元食材の活用） 

● 切れ目ない支援体制整備事業（インクルーシブ教育の推進、発達・不登校等支援の充実） 

● 特色ある教育推進事業（ふるさと学習の推進、学校図書館司書の配置充実） 

● 上市高校との協働事業  
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町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 子どもたちは、自ら興味・関心を持ち、失敗を恐れずにチャレンジし、上市町のことをはじめ、

様々なことを学びます。 

○ 子どもたちは、家庭学習や運動の習慣を身につけるとともに、多様な人とのコミュニケーション

を大切にし、人を思いやる気持ちを学びます。 

○ 保護者は、家庭での子どもたちとの時間を大切にし、子どもたちの個性を尊重して、温かく成長

を見守ります。 

【地域・団体・事業者等】 

● 教職員は、教科指導力・学級経営力を高めるとともに、いつでも子どもの思いや気持ちに寄り添

えるように、子どもとしっかり向き合い、子どもの理解に努めます。 

● 学校と連携して、地域の文化・伝統を伝えるなど、ふるさと学習の充実に努めます。 

● 地域の子どもは地域で育てる気持ちで、児童・生徒の教育活動に協力します。 

● 虐待やいじめなど様々な不安の解消のため、関係機関との情報共有に努めます。 

 

  

職場に学ぶ会（上市中学校） 

小学校での授業 
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 
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現状と課題 

● 生涯学習は、人々に学ぶ喜びや生きがいをもたらしており、「ふるさと町民学園」は 30 年以

上、受講者が楽しく集い学ぶ場として継続されています。地区公民館でも講座や各種事業を

通じて教養を高める取組が行われ、図書館では学校図書館司書等との連携や蔵書の充実、施

設整備など、誰もが学べる環境づくりが進められています。 

● 公民館講座や図書館の利用者数が減少傾向にあり、今後は多様化する住民の学習ニーズへの

対応や、学びの質の向上、ICT 活用、世代間交流など、より実効性のある生涯学習施策への

転換と、取組内容の質の向上が求められています。 

 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

公民館講座受講者数 29,673 人 
149,000人 

（R8～R12） 

小・中学校図書館の１人当たり貸出図書数 18冊 20冊 

町立上市図書館・絵本室の年間図書貸出冊数 68,039 冊 
345,000冊以上

（R8～R12） 

ふるさと町民学園受講者満足度 ― 90％ 

 

施策の内容 

２－２－１ 

生涯学習活動の推進 

 

 

 

○ ふるさと町民学園や公民館講座の内容充実と受講者満足度向上、

図書館と学校の連携による読書環境の充実に加え、デジタル学習

や多世代・多様な学びの場の創出、ICT を活用した学習機会の拡

大を推進します。 

生涯学習で得た多様な学びが、地域づくりや地域のつながりの強

化と世代間交流に活かされています。 

ミライの 

上市 

生涯学習の振興 ２－２ 
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２－２－２ 

生涯学習環境の充実 

 

○ 地区公民館の施設や設備の整備に加え、ICT を活用した快適な

学習環境の確保に努めます。 

○ 地区公民館との連携により、地域での読書環境の向上に努めます。 

★ 地域や学校と連携し、オンライン学習*、体験型イベントなど多

様な学びの機会の提供に努めます。 

★ 図書館や公民館を活用し、世代を超えた交流や学びの場を創出

し、学びの質と参加の多様性を高めます。 

○ 図書館情報システムのセキュリティ強化や、絵本室の利便性向上

も継続します。 

 

主な取組 

● ふるさと町民学園運営事業  ● 公民館活動推進事業     

● 公民館施設・設備整備事業  ● 図書館運営事業       

● 子ども読書活動推進事業    ● 魅力ある図書館発信事業 

● LINE 予約及びスマートロックシステムの運用 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 高齢者から小さな子どもまで、すべての世代が学習意欲を持ち、自ら学びを深めるとともに、デ

ジタル学習やオンライン講座、多世代交流イベントや体験型ワークショップ*にも積極的に参加

します。 

○ 図書館や公民館等を活用し、幼い頃から多様に学ぶ習慣を身につけます。 

【地域・団体・事業者等】 

● 多世代が参加できる体験型学習イベントや、地域の特色を活かしたワークショップを企画・実施

します。 

 

  

   カローリング大会（公民館行事）    えほんしつ”ゆめぽっけ” 
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 
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現状と課題 

● スポーツイベントの開催や上市町スポーツ協会、上市町スポーツ少年団、上市町総合スポー

ツクラブ“さんさん”（以下「“さんさん”」）、上市町スポーツ推進委員協議会の活動を通して、

競技力向上や成人の週１回以上のスポーツ実施率が 69.6％を占めるなど、町民のスポーツ

活動は充実しています。 

● 一方、スポーツをするための条件として時間や場所・施設の確保が多く挙げられることから、

ウォーキングや踏み台昇降など日常生活において気軽に取り組めることもスポーツである

という認識を広め、スポーツをやる気にさせる取組が求められています。 

● スポーツ少年団・成年スポーツ団体では、チーム数や団員数の減少、高齢化が進んでいます。

また、中学校部活動の地域展開などスポーツを取り巻く状況が著しく変化しています。上市

町スポーツ協会、上市町スポーツ少年団、上市町スポーツ推進委員協議会の相互の連携を促

進し、各種スポーツ競技の競技力向上と指導者の資質向上、新たな人材を発掘することで

様々な年代における持続可能なスポーツ環境を整える必要があります。 

● 生涯にわたり心身共に健康で心豊かな生活をおくるため、町民の誰もが各々の年代や関心な

どにより、それぞれの楽しみ方に応じて日常的にスポーツに関わる機会の充実を図ることが

求められています。“さんさん”では、世代やニーズに応じた教室やイベントを開催していま

すが、内容の充実や会員の増加、指導者の確保が課題になっています。自立的な運営を促進

するために、行政や前述のスポーツ関係団体が担う役割を明確化する必要があります。 

● ｅスポーツ大会は、令和５年度以降、毎年異なる県外イベントと連携し、オンライン対戦等

で参加者同士の交流を深めるとともに、町の魅力を発信することで、関係人口の拡大を図っ

ています。また、大会の運営等でつながりを持った地元企業や県内企業、町内にサテライト

オフィス*を置く首都圏企業などが運営母体となってカミイチｅスポーツクラブを設立する

など、ｅスポーツ振興の取組が進展しています。今後、このクラブを核とし、障害の有無や

属性を超えて一緒に楽しめるｅスポーツを公民館を拠点に普及させることで、多様な世代

間・地域間交流の更なる促進が期待できます。 

 

 

 

 

 

スポーツの振興 

多世代・多様な人が、いつでも、どこでも、だれでもスポーツに親

しみ、心身ともに充実した生活を営むことができています。 

ミライの 

上市 

２－３ 
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数値目標 

指標 基準値 目標値 

成人の週１回以上スポーツ実施率 69.6％ 70％ 

eスポーツ関連イベントの参加者数 238 人／年 500人／年 

 

施策の内容 

２－３－１ 

スポーツ活動の推進 

○ 日常生活の中で自然にスポーツに親しむ「スポーツ・イン・ライ

フ」（生活の中にスポーツを）という姿を啓発します。 

○ 各種スポーツイベントの開催を通じて、町民に広くスポーツを

「する・みる・ささえる」機会を提供します。 

★ スポーツ協会、スポーツ少年団、各種スポーツ団体への支援や団

体間の連携を通して、競技力向上や指導者の資質向上、新たな人

材の発掘を図ります。また、中学校部活動の地域展開と合わせ多

世代でのスポーツ活動の推進と支援に努めます。 

○ “さんさん”の自立的な運営を促進する環境を整備します。 

○ フォトロゲイニングなど、豊かな自然環境を活かしたスポーツの

機会を提供します。 

○ 子どもが体を動かす喜びを体験することで、運動・スポーツの習

慣化を図ります。 

２－３－２ 

スポーツ環境の充実 

○ 社会体育施設の長寿命化や多機能化、学校開放施設の環境に即し

た設備や備品整備を通して町民がスポーツ活動を行いやすい環

境づくりを行います。 

２－３－３ 

ｅスポーツの普及 

 

○ ｅスポーツを、新たなつながりや体験の創出、新しい文化や社会

の創造、地域活性化への貢献に向けた取組の一つとしてとらえ、

関係団体や事業者等と連携しながら、活動団体の支援や体験会の

実施、大会の誘致等を行います。 

 

主な取組 

● 生涯スポーツ推進事業  ● スポーツ団体活動支援事業   

● 子ども体力・競技力向上支援事業   ● 社会体育施設整備事業      

● 学校開放施設整備事業  ● e スポーツの振興 

● 部活動地域移行事業      ● 上中すぽかる（スポーツ＆カルチャー）事業 
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 

©2012 W.C.F.P 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ それぞれの興味、関心、ライフステージ等に応じて、日常的にスポーツに取り組みます。 

〇 地域や町が開催するスポーツイベントや e スポーツ、世代間交流型イベントにも積極的に参加し

ます。 

〇 家族や友人と一緒に楽しめるスポーツや、健康づくりを目的とした活動にも取り組みます。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域やスポーツ団体によるスポーツ大会を開催し、世代間・地域間の交流を行います。 

● 上市町総合スポーツクラブは、自主運営を促進し、それぞれの年齢や体力、興味・関心・適性等

に応じてスポーツを楽しむ機会を提供します。 

● 中学校部活動の地域展開への協力や、学校・地域・家庭が一体となって行う「学校を核とした地

域づくり」を目指して協働するコミュニティ・スクールに参画します。 

● e スポーツや新しいスポーツ分野の普及、女性や障害者も参加しやすい環境づくり、指導者や新

たな担い手の育成にも取り組みます。 

 

 

  

   e ケーション in 上市 

   上中すぽかる事業 



78 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 本町には、大岩山日⽯寺・眼目山立山寺・史跡上市⿊川遺跡群をはじめとする貴重な文化財

や伝統文化が数多く守り伝えられており、町全体でその保存・継承に努めています。しかし、

近年は人口減少や担い手不足が課題となっており、今後は若い世代の参加促進や多様な担い

手の確保が必要です。 

● ふるさと教育や地域資源を活かした学びの充実に加え、多文化共生や現代的な創作活動、デ

ジタル技術を活用した文化発信など、新しい文化活動への対応も求められています。 

● 北アルプス文化センターを拠点とした芸術・文化活動の支援や、文化資源を活用した地域活

性化の取組が進められていますが、担い手や参加者の減少・高齢化、若い世代の参加不足、

発信力や観光振興の弱さ、施設の老朽化や運営体制の持続性などが課題として挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

小・中学生の地域活動への関心度 84％ 85％ 

 

施策の内容 

２－４－１ 

文化財の保護と活用 

★ 史跡上市⿊川遺跡群の保存整備について、当初計画の見直しを行

い、史跡の適切な保存と活用に努めます。 

○ 文化財の保存・活用に努め、伝統文化の継承に対して、活動の支

援を行います。 

２－４－２ 

ふるさと学習の充実 

 

 

 

★ 義務教育学校の創設に向け、中学校課程も含めた 9 年間での学

びについて、学習内容の再構築を行います。 

地域文化の振興 ２－４ 

文化財や先人の功績が次世代に継承され、町民が誇りを持ち、若

い世代も含め多様な担い手が芸術文化活動やデジタル発信で町の

魅力を広げています。 

ミライの 

上市 

©2012 W.C.F.P 
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 

©2012 W.C.F.P 

２－４－３ 

文化・芸術活動の推進 
○ 美術展・文化祭の継続開催のほか、北アルプス文化センターの自

主文化事業や西田美術館との共同展開催など、事業者の協力によ

る「歴史と文化の薫り高いまちづくり」を推進します。 

 

主な取組 

● 上市⿊川遺跡群整備・活用事業 ● 民俗文化振興事業   

● 芸術・文化活動推進事業  ● 北アルプス文化センター運営事業 

● 西田美術館共同展の開催 

 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 文化財や文化・芸術活動への関心に加え、子どもたちも含めた多様な世代が参加しやすい体験イ

ベントやワークショップへの参加、SNS 等デジタル技術を活用した文化発信にも積極的に協力し

ます。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域の伝統文化活動への参加促進に加え、若い世代や新たな担い手の育成、デジタル技術を活用

した文化活動や観光・地域活性化にも積極的に取り組みます。 

 

 

 

  

ふるさと学習（２年生） 

京都橘高校吹奏楽部特別演奏会 
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現状と課題 

● 私たちが人間らしく幸せに生きていくためには人権が守られなければなりません。しかしな

がら、子どもや高齢者、障害者に対する虐待、外国人や性的マイノリティ*に対する偏見、男

女の平等に関する問題が発生しています。本町でも関係団体に対する活動支援などの取組を

行ってきました。国際的に人権尊重の取組が進む中、すべての人の人権が尊重される社会を

目指して、あらゆる差別を許さないという人権意識の醸成に取り組むことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

審議会の女性の選任率 23.9％ 30％以上 

 

施策の内容 

２－５－１ 

人権教育の推進 

○ 性別や年齢、国籍や障害の有無などを超えて、町民一人ひとりが

お互いに認め合うノーマライゼーション*の理念の普及等、人権

教育・啓発を進めます。 

★ IT 化の進展に伴い、情報リテラシー*教育を強化し、口コミサイ

トや詐欺サイトの見極め方、SNS 上の誹謗中傷・風評被害への

対応力を育むとともに、町民が安心して情報を活用できる環境づ

くりを推進します。 

２－５－２ 

共生社会形成の推進 

○ 企業、学校、家庭、地域、行政といった場面であらゆる人が活躍

できる環境づくりを支援します。 

○ 相談窓口や電話相談にて、人権侵害を受けた人々に対して、必要

な支援を提供するとともに、相談窓口の周知を行います。 

○ 暴力をなくすため、暴力根絶のための意識づくりに努めるととも

に、セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為などの人権侵

害を防止するための意識啓発を図ります。 
 

多様性を尊重した社会づくりの推進 

町民が人権感覚を十分に身につけて、国籍や性別、年齢、障害の有

無に関係なく、個性と能力を発揮できる取組が進んでいます。 

ミライの 

上市 

２－５ 
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基本目標１ つながる上市 

幸せでわくわくのミライへ“つながる”子育て・教育 

１ 
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２－５－３ 

文化の多様性への理解の 

推進 

○ 町民と外国人がお互いの文化に対して理解を深められる、多文化

交流の機会を創出します。 

○ 行政や地域活動において多言語に対応できる体制づくりを行い、

外国人を受け入れられる環境を充実させていきます。 

 

主な取組 

● 情報リテラシー教育の強化  ● 人権擁護啓発活動 

● 男女共同参画推進事業  ● 国際交流・多文化共生推進事業 
 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 差別をしない・差別を許さない心を持つとともに、男女共同参画への意識を高め、家庭や職場で

実践します。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域や事業者で人権を学ぶ機会を設けるほか、地域での固定的役割分担意識の解消、就労促進・

継続就労、育児・介護との両立支援など、誰もが働きやすい環境づくりに向けた取組を進めます。 

関連する計画・条例等 

○ 上市町男女共同参画プラン 

 

 

 

 

 

障害者週間普及啓発イベント  

人権啓発活動 
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にぎわう１ 産業 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 農林業の持続的な発展には、地域ぐるみで担い手を育成し、外部からの人材受け入れと定着

支援を強化することが不可欠です。担い手による農地集積は限界に達しており、今後は集落

営農組織や農事組合法人同士の連携強化、第三者間での経営継承の推進、そして新規就農者

が地域に根付くための支援体制の整備に加え、スマート農業*などの新技術の導入を通じて、

効率的かつ魅力ある農業経営の実現が必要です。 

● 林業においては、県の森づくりプラン*に沿った整備が進められているものの、地域住民の

高齢化や担い手不足により、継続的な活動が困難になりつつあります。災害防止の観点から

も、地域ぐるみの支援体制の再構築が急務です。また、有害鳥獣による被害は依然として深

刻であり、継続的かつ柔軟な対策が求められます。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

50歳未満の新規就農者数【総合戦略】 
7人 

（R3～R6） 

10人 

（R8～R12） 

６次産業化を行っている事業者数 2社 4社 

農産物の販路拡大を実現した事業者数 1社 3社 

スマート農業を実施している担い手農業者数 5 経営体 10経営体 

農林業の振興 

持続可能な生産性の高い農林業が展開され、各産出物の販路も多

様化・拡充されています。 

ミライの 

上市 

２ にぎわう上市 
変化と継承へのチャレンジで “にぎわう” 産業・基盤 

１－１ 
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基本目標２ にぎわう上市 

変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤 

個 
別 
施 
策 

２ 
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指標 基準値 目標値 

学校給食での地元食材利用率【総合戦略】 14.3％ 16.0% 

間伐の実施面積 89ha 345ha 

鳥獣害による被害の軽減（イノシシ） 

被害面積 

被害量 

被害金額 

 

4.57ha 

24.1t 

498.8 万円 

 

3.43ha 

18.5t 

363.8 万円 

 

施策の内容 

１－１－１ 

担い手の確保・支援 

 

 

○ 地域内の農業者だけでなく 、ＵＩＪターン*による町外も含めて

地域外の人材など多様な農業及び食育の担い手の確保を推進す

るとともに、農業技術の習得のための支援や、研修を希望される

方を高収益作物栽培や有機農法の活用などに取り組む先進農家

へ紹介するなど、持続可能な担い手の育成に取り組みます。 

○ 農産特産物のブランド化を推進し担い手の所得向上を図るとと

もに、里芋など上市ブランドの安定生産を支援します。 

○ 新規就農希望者と農業法人等とのマッチングや就農促進に向け

た取組を支援し、地域農業の次世代を担う人材の確保・育成を図

るとともに、円滑な経営継承を支援します。 

★ 森林施業の従事者や施業プランナー*、現場管理責任者等の人材

の確保と育成を図るとともに、育成に時間を要することを踏まえ

た中長期的な支援体制を構築します。 

１－１－２ 

生産性向上に向けた取組 

 

 

○ 農業生産を更に向上させ、競争力を強化するため、農地の集積・

集約化や、ロボット技術、ＩＣＴ等の先端技術を活用したスマー

ト農業の導入などにより生産性の向上を支援します。 

○ 持続的で効率的な林業経営に欠かせない林道や林業専用道及び

森林作業道の整備を推進するとともに、高性能機械の導入を推進

します。 

１－１－３ 

森林資源の保全と活用 

○ 森林の状態や立地条件、地域ニーズ等を反映した森づくりを基本

としつつ、木材生産の増大に向け、森林施業の集約化を進めます。 

○ 水源の涵養や地球温暖化の防止などを図るため、間伐*、枝打*、

下刈り*等を適切に進め、健全な森林環境の整備を推進します。 

○ 森林環境譲与税を財源とした間伐や路網*等の森林整備のほか、

搬出材の有効活用に努めます。 

１－１－４ 

有害鳥獣対策への支援の 

強化 

○ 有害鳥獣の駆除を担う人材の育成・確保に努めます。 

○ 上市町鳥獣被害対策実施隊による有害鳥獣の捕獲に努めます。 

○ 鳥獣による被害を受けた集落に対し、町有害鳥獣対策協議会から

の技術的・経済的支援を行います。 

©2012 W.C.F.P 
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主な取組 

● 農業生産基盤整備事業  ● 農産特産物振興事業       

● 農業経営体支援事業   ● 中山間地域活性化事業   

● 多面的機能支払事業   ● 食育・地産地消奨励事業 

● 優良農地確保事業   ● 林道・作業道整備事業      

● 森林環境整備事業   ● 水と緑の森づくり事業   

● 林業担い手及び事業体の育成  ● 有害鳥獣対策事業 

● グリーンツーリズム事業 

 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ さといもやしょうがなど、地元産品の魅力を SNS や動画配信等を活用して町外へ積極的に発信

し、地域ブランドの認知度のさらなる向上を図ります。 

○ 農業や農地・森林の保全に対する意識を養います。 

【地域・団体・事業者等】 

● 農地・森林の保全や、未来技術の活用による作業の効率化、担い手の確保と育成、有害鳥獣対策

を行うなど、地域の農地・森林は地域で守ることに努めます。 

● 生産者・消費者・加工業者・流通業者・販売業者の連携による６次産業の振興を図ります。 

● 令和５年に町花として位置づけられたシャクヤクの地域ブランド化に向けた取り組みとして、ま

ずは生産者が継続的に栽培できる生産体制の構築及び産地化を進めていきます。 

関連する計画・条例等 

○ 上市町森づくりプラン    ○ 上市町鳥獣被害防止計画 

○ 地域計画（農業経営基盤強化促進法に基づく計画） 

 

 

 

 

  

おおかみこどもの森づくり 

シャクヤク（町花） 
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現状と課題 

● 人材確保・育成に関しては、「はたらくらすコネクション事業」や「コーチング*事業」に加

え、地域おこし協力隊の活用や起業支援、生活支援体制の整備など、地域産業の担い手を誘

致・育成する取り組みが進められています。これらに加え、地元企業との連携や、若者向け・

移住者向けの情報発信を強化するとともに、個人の技能取得に対する支援を促進するなどに

より、地域に定着し、持続的に活躍することができる人材の育成が求められます。 

● 本町には、旧来からの主力である繊維・医薬品関連企業をはじめ、製造業等の企業が多数立地

し、地域産業の基盤を形成していましたが、業界の動きが激しく、構成が大きく変わりました。

建設業においては、公共事業や住宅需要の動向に左右されるため、既存業者の事業拡大や異業

種との兼業支援が引き続き重要です。また、商業・サービス業では、購買力の低下・流出が課

題となるなか、まちなかの賑わい創出やイベント開催、空き店舗の活用、起業支援、特産品の

プロモーションなどが進められています。上市スマートインターチェンジや鉄道などのイン

フラを基盤に、企業誘致や起業支援、デジタル環境の整備、地域資源を活かした情報発信によ

る認知向上など、官民連携による商工業振興策のさらなる展開が求められます。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

事業承継支援（窓口対応、相談等を含む）件数 ― 
15件 

（R8～R12） 

企業立地助成件数 
5件 

（R3～R7） 

5件 

（R8～R12） 

創業件数【総合戦略】 
16件 

（R3～R7見込） 

20件 

（R8～R12） 

 

 

施策の内容 

１－２－１ 

勤労環境の向上 

 

★ 移住・定住策として、町内の企業や雇用の紹介に加え、住宅取得

への支援、働く場の創出、まちのにぎわいの向上を組み合わせた

包括的な支援を推進します。 

商工業の振興 

地域産業の担い手が育成・定着し、各事業者が持続的に活躍する

ことで、上市町らしい賑わいや地域の活力が生まれています。 

ミライの 

上市 

１－２ 
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○ 町内の事業所における就労状況の把握に努めるとともに、関係機

関と協力しながら、適正な就労条件の確保や就労環境の向上を働

きかけます。 

○ 仕事と子育て、仕事と介護等の両立を支援するため、ワーク・ラ

イフ・バランス（仕事と家庭の両立）、育児休業や介護休業等に

ついて、事業所や町民に広く啓発を行います。 

○ 発達障害者を含む障害者の労働について理解が深まるよう、事業

所や町民に広く啓発を行います。 

★ 官民連携で「まちづくり」「ファンづくり」「ひとづくり」を進め、

経済が循環するまちづくりを目指します。 

１－２－２ 

経営基盤への支援 

 

○ 町内事業者に対し、経営の後方支援を行うため、商工会と連携し

て引き続き各種助成制度の創設や活用の促進により、人材育成、

設備投資等を支援します。 

○ 町内事業者に対し、事業承継を後押しする補助制度による支援を

行います。 

○ 関係機関と連携して、災害や感染症拡大等の非常時に対応した、

事業所の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を支援します。 

１－２－３ 

起業への支援と企業誘致 

 

★ 町内で起業をチャレンジする方を支援するとともに、中心市街地

の空き店舗活用や地域商業との連携を強化し、まちのにぎわいの

創出につなげます。 

○ 既存の枠を超えた新しい地域産業を創発するため、町の地域資源

を生かし、産学官金労言士連携と産業間の連携強化、最新技術の

社会実装に取り組むことにより、新事業の創出や販路拡大を支援

します。 

○ 上市スマートインターチェンジを基盤とした企業誘致を推進し、

新しい働く場を創出します。 

１－２－４ 

商業・サービス業の魅力 

向上 

 

 

 

○ 町内の商店・サービスへの利用促進を図るため、買い物支援や商

品開発、販路拡大の取組を支援します。 

○ まちなか交流プラザ（カミール）について、テナント入居者対策

や子育て支援機能の充実等で魅力向上を図り、町中心部のにぎわ

いにつなげます。 

 

主な取組 

● 人材育成事業   ● 中小企業融資制度等の拡充   

● 創業支援事業   ● 事業承継の支援    

● 企業立地奨励事業   ● 本社機能立地支援事業   

● 特産品開発支援事業   ● まちなか交流プラザ（カミール）の魅力向上 

● 工業団地造成事業   ● はたらくらすコネクション推進事業 

● KAMIICHI チャレンジプロジェクト推進事業  

©2012 W.C.F.P 
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町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 地元の商店街や飲食店の利用を通じて、地域のにぎわい創出に積極的に参加します。 

【地域・団体・事業者等】 

● 商工会・金融機関等は、関係機関・団体と連携しながら、地元事業者の経営改善及び起業の支援

を行います。 

● 女性の働く場の確保等、事業者や関係機関と連携し女性の活躍する社会の実現に向けた取組を行

います。 

● 学校は、事業者と連携して社会見学・14歳の挑戦等のキャリア教育を推進し、地域の次代を担う

人材育成に協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

カミワンパーク 市姫さんど 

みやげ処「味蔵」 14 歳の挑戦 
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現状と課題 

● 観光・交流では、町の宝である自然・歴史・伝統文化・産業を見つめなおし、町民や上市町

に関わるすべての人々を大きなわ（輪、和、環）でつなぐという「上市まちのわ宣言」に基

づき、町の宝である自然・歴史・伝統文化・産業の魅力を再発見・再定義し、観光資源の開

発、情報発信と誘客、観光・交流しやすい環境の整備・充実等、町民や関係者をつなぐ取組

を進めてきました。特に、本町出身のアニメーション映画監督である細田守氏の作品「おお

かみこどもの雨と雪」の舞台のモデルとなった「花の家」を管理する団体への支援、フォト

ロゲイニング大会や上市町の自然に直接触れるトレッキングツアー*などといったエコツー

リズムの展開、町出身首都圏在住者のコミュニティづくりの支援など、数多くの魅力づくり

に取り組んでおり、上市ブランドの構築、SNS 等を活用した情報発信力の強化などにより、

「訪れたい・会いたい人がいる町」としての認知向上が図られています。また、公共交通機

関との連携による受入れ体制の整備や、地域資源を活かしたイベントの開催など、交流人口・

関係人口の創出に向けた基盤づくりが進んでいます。今後は、町民自身が魅力を発信する仕

組みの構築や、地域資源の磨き上げによる持続可能な観光の展開が求められます。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

年間観光入込客数 626,276 人 
10％増 

（R12末） 

交流人口（イベント・体験型イベント参加者数）（年

間観光入込客数より再掲） 
128,736 人 

5％増 

（R8～R12） 

SNS発信件数 
8.1 万件 

（R7.11月現在） 

8.6 万件 

（R12現在） 

 

施策の内容 

１－３－１ 

上市町の魅力発信 

 

○ 観光推進の中心となる町観光協会とともに、町民や訪問者が町の

魅力に気付き、広めてくれる上市ファンを増やすため、継続的に

観光資源の魅力発信に努め、リピーターを含めた交流人口、関係

人口の拡大に努めます。 

 

観光・交流の拡充 

訪問者が「行ってみたい」「来てよかった、また来たい」と感じら

れるような魅力的な地域資源が整備され、町民との温かな交流が

自然に生まれています。 

ミライの 

上市 

１－３ 

©2012 W.C.F.P 
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○ マスコミや冊子、ＳＮＳ、町民・本町訪問経験者からの口コミ、

観光大使や町出身首都圏在住者からの情報発信等多様な手段に

よる情報発信に取り組みます。 

１－３－２ 

上市ブランドの育成と展開 

 

★ 県内外の大学などと連携し、本町が舞台モデルのまちである『お

おかみこどもの雨と雪』を活かした観光ブランド戦略を推進しま

す。 

★ 大岩山日石寺、馬場島や森林セラピー、剱岳の氷河、立山黒部ジ

オパーク等の地域資源の磨き上げと交流促進、既存観光資源の再

価値化とプロモーション強化を図ります。 

○ 新たな観光資源に対して、案内板や周辺道路の整備・修繕、周辺

環境整備等を行います。 

１－３－３ 

関係人口・観光客の受け入

れ体制充実 

 

○ 公共交通機関との連携による二次交通活用の検討と周知、イベン

トとの連携や案内体制の強化を行います。 

○ 町民が町の魅力を発信する「ふるさとガイド」の育成を推進します。 

○ 感染症対策を含む衛生・安全体制の整備による安心して訪問でき

る環境づくりを行います。 

○ 町民と参加者が一緒に楽しみ、盛り上げていくイベントを開催し

ていきます。 

○ 町の資源を活かしたワーケーション*環境の整備を支援します。 

○ 町外の大学、企業等が行う合宿、研修等を誘致し、交流人口、関

係人口の拡大に努めます。 

 

主な取組 

● エコツーリズム推進事業  ● 町民参加型のイベント開催   

● 森林セラピー推進事業  ● 観光客向け二次交通整備事業   

● 公共交通の連携事業   ● 観光協会機能強化事業 

● ふるさとガイド育成事業  ● 大学、企業等の合宿、研修等誘致事業 

● 宿泊・滞在機能強化事業    ● かくれた魅力発掘及び発信事業 

● 交流人口拡大環境整備支援事業 ● ワーケーションの推進  

● 自然観光資源活用事業（フォトロゲイニング大会運営事業） 

● 大学連携事業   ● おおかみこどもの森づくりプロジェクト 

 

  

フォトロゲイニング® 

上市まちのわ 

©2012 W.C.F.P 
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町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 自分の住むまちに誇りを持ち、町の魅力を語り、SNS や口コミで発信するなど、住民が観光の担

い手となる活動を推進します。 

【地域・団体・事業者等】 

● 美しい自然や町並みの景観保全や環境美化を、地域ぐるみで取り組みます。 

● 地域の祭りやイベントを、民間や外部団体と連携して企画・開催し、交流人口の拡大を図ります。 

● 外国人観光客の受け入れに向けて、多言語対応や接遇研修などの体制整備を進めます。 

関連する計画・条例等 

○ 上市町エコツーリズム推進全体構想   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東洋大学インターンシップ 

栂並木 



 

91 

 

基本目標２ にぎわう上市 

変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤 

個 
別 
施 
策 

２ 

©2012 W.C.F.P 

にぎわう２ 基盤整備 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 本町では、移住・定住の促進を目的に、町に住民登録があり、町内事業所で働く若年層の奨

学金の返済を支援しているほか町内での三世代同居による「孫育て参加」の奨励、移住希望

者に本町での暮らしぶりを体験してもらう「上市暮らし体感プログラム」の実施、若年世帯

における住宅の新築・購入費用と新築に併せた太陽光発電装置等の設置に対する一部補助を

行ってきました。これらの施策により一定の成果は見られるものの、人口減少傾向は続いて

おり、特に子育て世代の転入・定住には至っておらず、地域ぐるみの子育て支援、地元高校

との連携による人材育成など、ライフステージに応じた支援の充実が求められています。 

● 今後は、単なる施策の提供に留まらず、地域全体で子育てを支える仕組みの構築、ICT の活

用による教育・行政サービスの効率化、地域資源を活かした雇用創出など、持続可能なまち

づくりに向けた総合的な戦略の展開が必要です。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

移住施策を活用した町外からの移住件数 

（空家バンク*・新築補助金利用件数等を含む） 

108人 

（R4～R6平均）  

500人 

（R8～R12） 

婚活イベントマッチング数 
63組 

（R2～R6） 

30組 

（R8～R12） 

 

 

  

移住希望者が充実した移住支援、結婚・生活支援を受けることに

より「移り住んでよかった」と実感しています。 

ミライの 

上市 

２－１ 移住・定住支援の強化 

地域おこし協力隊 
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施策の内容 

２－１－１  

移住・定住促進への支援 

 

 

 

○ 移住ＰＲイベントや交流事業等において、空き地・空き家・雇用・

生活に関する情報提供・相談事業を行うほか、本町での暮らしの

体験や地域住民との交流を通じて、移住希望者が安心して定住で

きる環境づくりを推進します。 

○ 共働き・子育て世代をターゲットに、移住後の生活支援や子育て

環境の充実を図るとともに、空き地・空き家等の利活用を促進し、

行政サービスの創出と情報発信の強化により、定住促進を図りま

す。 

★ 都市部事業者と町内事業者の連携により町民が新たな事業・サー

ビスを享受しやすい環境を整え、移住・定住の促進につなげます。 

○ 首都圏在住の上市町出身者らによるコミュニティ「上市町首都圏

同窓会（かみのわ）」による情報発信等を支援し、首都圏におけ

る町を応援する人口の維持・拡大を図ります。 

★ 地域活性化起業人や地域おこし協力隊など多様な人材の力を活

用しながら、上市町ならではの魅力を活かした地域づくりを進

め、交流人口拡大や地域のにぎわいづくりにつなげます。 

★ 移住・定住を促進するための支援策の充実を図り、安心して暮ら

し続けられる環境づくりを進めます。 

２－１－２ 

結婚支援 

 

 

★ 結婚を希望しながら未婚となっている男女に対し、事業者とも連

携して、未婚の男女が結婚相手に出会う機会を拡充します。 

★ 結婚相談所における窓口相談やお見合いのセッティング、結婚ま

でのサポートに加え、結婚後の住居支援や地域定着支援も含めた

継続的な支援を実施します。 

○ 婚活イベントを継続して実施します。 

 

主な取組 

● 移住・定住情報発信・支援体制強化事業 ● 都市部事業者とのマッチングツアー 

● 民間住宅団地造成事業   ● 若年世帯定住促進事業 

● 住宅リフォーム助成事業   ● 空き家情報提供事業 

● 地域おこし協力隊事業   ● 地域活性化起業人事業 

● 地域プロジェクトマネージャー事業  ● 地域ぐるみ移住・定住者支援の推進 

● 結婚支援事業                         ● 移住定住促進事業（補助金の充実）  

 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 移住者に対して、あいさつや声掛けなど、地域の一員として温かく迎えます。 

○ 移住者は、地域活動などに積極的に関わり、地域住民として進んでとけ込むよう努めます。 

©2012 W.C.F.P 
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基本目標２ にぎわう上市 

変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤 

個 
別 
施 
策 

２ 

©2012 W.C.F.P 

【地域・団体・事業者等】 

● 移住者に対する移住前・移住後の相談や情報提供、地域の中でのつながりづくりなどのサポート

をきめ細かく継続的に実施します。 

● 町内会、事業者、学校等が連携して、上市町での暮らしや環境のよさを情報発信していきます。 

● 事業者は、ＵＩＪターンにつながる面接相談会の開催・情報提供を積極的に行います。  
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現状と課題 

● 住宅については、町営住宅の整備と適正な維持管理に加え、空家バンクの運営や 0 円空家バ

ンク*の活用、移住・定住支援策の拡充により、若年層や子育て世代の定住促進を図ってい

ます。今後は、空き家の利活用を通じた地域活性化や、移住者との地域コミュニティ形成支

援にも力を入れる必要があります。 

● 町内にある公園は、町内会と行政で分担して管理を行っており、利用にあたってのマナーを

呼び掛けながら、地域ぐるみで管理に努めることが大切です。 

● 水道は、主要施設である眼目配水場、丸山配水場の耐震化を実施したほか、老朽管対策とし

て、漏水等が頻発している配水管の布設替えを行うとともに、令和元年度に策定した配水管

更新計画に基づき、優先度の高い配水管の計画的更新を進めています。また、AI 等による漏

水検知技術の導入可能性も検討し、水道水の安定供給を図る必要があります。 

● 下水道は、管渠や浄化施設などの整備が一段落しており、今後は効率的な運営と維持管理が

必要となります。 

● 斎場や墓地については、今後も適正な維持管理に努めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

空家バンク・０円空家バンク成約件数 
47件 

（R4～R6） 

75件 

（R8～R12） 

水道の有収率 80.9％ 85.0％ 

 

 

  

住居、公園、上・下水道、墓地・斎場に関する事業が着実に推進さ

れ、安全・快適な生活環境が保障されています。 

ミライの 

上市 

生活環境の充実 

0 円空家バンク 

２－２ 
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基本目標２ にぎわう上市 

変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤 

個 
別 
施 
策 

２ 

©2012 W.C.F.P 

施策の内容 

２－２－１  

良好な住環境の確保 

 

 

○ 町営住宅については、適切な維持管理に努めます。また、家賃の

低廉化や子育て世帯に配慮した環境づくりに努めるなど、利用し

やすい住宅を目指します。 

○ 民間住宅については、環境に配慮した省エネ設備、耐震診断や耐

震構造等の安全・安心な住まいづくりを働きかけます。 

★ 適切に管理できていない空き家等が町民生活に影響を及ぼすこ

とがないよう、空家等対策計画に基づき、空き家情報の提供や必

要な措置の実施に加え、子育て世帯や若年層の移住・定住を促進

するため、0 円空家バンクの活用や地域イベントとの連携を強化

します。 

○ 土地財産の適正な管理を促し、その有効活用を図るため、地籍調

査事業に取り組みます。 

２－２－２ 

公園緑地の保全 

 

 

○ 少子高齢化社会への対応、安全・安心なまちづくり、環境共生型

社会の推進などを考慮しながら、市街地における公園緑地の機能

強化を図ります。 

○ 適切な維持管理、修繕及び更新に取り組み、都市にうるおいを与

え、町民の健康づくりなどに寄与する緑豊かなまちづくりを推進

します。 

○ 町民・行政の協力による公園管理体制により、継続的な公園緑地

の保全に努めます。 

２－２－３ 

水道事業の推進 

○ 配水管更新計画に基づき、優先度の高い配水管を計画的に更新し

水道水の安定供給を図ります。 

○ 広報やホームページ、チラシ等を用いて、漏水確認や冬期の凍結

防止を呼び掛けていきます。 

○ 私有地の水道管理に対する意識の向上に努め、不明水量を減らし

水道水の安定供給を図ります。 

２－２－４ 

下水道の維持管理の推進 

○ 公営企業会計やストックマネジメント*計画に基づく経営によ

り、安定した汚水処理の実施に努めます。 

○ 下水道の適正使用に関する啓発活動を推進します。 

２－２－５ 

斎場・墓地公園の適切な 

維持管理 

○ 斎場・墓地公園の適切な管理に努めるとともに、墓地公園の拡張

を図ります。 

 

主な取組 

● 空き家等の利活用促進  ● 地籍調査事業 

● 公園維持管理事業   ● 水道事業 

● 下水道事業    ● 地下水保全事業 

● 斎場維持管理事業   ● 墓地公園等管理・整備事業 

  

©2012 W.C.F.P 
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町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 公園などの施設を利用する際は、ルールを守り大切に使います。 

○ 一人ひとりが節水意識を持つとともに、漏水等の可能性がある箇所を発見した場合は町に連絡

します。 

○ 防犯に対するパンフレットや防犯啓発番組などを見て知識を得ます。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域で定期的に清掃やごみ拾い、草刈り等美化活動を行うほか、把握した空き家の情報を提供

します。 

● 地域内にある公園の維持管理を行います。 

● 子どもの登下校時の見守りや声掛けを行うほか、地域の見守り活動を通じて不審者などへの対

策を行い、安心して暮らせる環境づくりに貢献します。 

関連する計画・条例等 

 ○ 上市町都市計画マスタープラン ○ 上市町空家等対策計画 

  

丸山総合公園 

あさひの郷公園 
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基本目標２ にぎわう上市 

変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤 

個 
別 
施 
策 

２ 

©2012 W.C.F.P 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 道路に関しては、上市スマートインターチェンジが開通後、地域産業の活性化や町民生活の

利便性向上に一定の効果が見られています。一方で、人口減少や財政制約を踏まえ、既存道

路・橋梁の維持管理の効率化や、除雪体制の強化など、生活道路の安全性確保が重要な課題

となっています。今後は、地域交通の実態に即した道路整備と、災害時のアクセス確保を含

めたインフラの再構築が求められます。 

● 町営バスについては、利用者ニーズへの対応、路線、便数、富山地方鉄道との接続等につい

て調査と検証を行い、再編実証運行を経て本格運行に移行し、更なる利便性向上と公共交通

の維持に取り組んできました。近年では、利用者数の増加傾向が見られる一方で、路線によ

っては利用が伸び悩むなど、地域間格差が課題となっています。また、少子高齢化や免許返

納者の増加を踏まえ、公共交通の持続可能性を確保する必要があるとともに、将来の小中学

校統合を見据えたスクールバスや地域ニーズに応じた柔軟な運行形態導入の検討が求めら

れています。 

● 富山地方鉄道鉄道線については、人件費の高騰や枕木・老朽車両の更新費用などの増大とと

もに人口減を要因とする利用者の減少により、鉄道線の維持が困難となっています。町唯一

の鉄道線である富山地方鉄道鉄道線を将来にわたって地域の公共交通として維持するため

には、更なる利用促進を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

町道の舗装修繕延長 ―  
2.5km 

（R8～R12） 

町営バス利用者数【総合戦略】 45,149 人 46,000人 

鉄道利用者数 1,833 人／日 1,900 人／日 

富山県・町イベントと公共交通利用促進の連携件数 
21件 

（R3～R6） 

25件 

（R8～R12） 

 

 

道路網の充実と地域公共交通の充実、交通安全対策により、日常

生活における移動の利便性と安全性が高まっています。 

ミライの 

上市 

交通網の整備・維持・確保 ２－３ 
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施策の内容 

２－３－１ 

道路網の整備・維持管理 

 

 

○ 上市スマートインターチェンジなどの交通結節点、公共施設への

アクセス道路、隣接市町村との連絡道路について、整備効果や重

要性を踏まえた路線選定を行い、計画的に整備を進めます。 

○ 自動車や歩行者などの安全で円滑な交通を確保するため、交通安

全施設の整備・設置、老朽化が進む消雪施設等の更新を進めると

ともに、長寿命化計画に基づき順次、橋梁の改修・耐震化を計画

的に実施します。 

★ 公共交通の利便性向上に向けて、バス路線の見直しや乗降環境の

整備、スマートインターチェンジの活用促進など、地域の交通ニ

ーズに応じた施策を検討・実施します。 

２－３－２ 

持続可能な公共交通体系の

構築 

 

 

 

○ 町民や訪問者に広く公共交通機関の利用促進を図るとともに、北

陸新幹線・富山地方鉄道・あいの風とやま鉄道との乗継利便性の

向上や情報提供の充実を主眼とした連携を進めます。 

★ 町営バスについては、利用者のニーズや利用実態を定期的に把握

し、利便性と持続性に配慮した路線・ダイヤの見直しや、デジタ

ル技術を活用した利便性向上策を検討します。また、高齢者や子

育て世代など多様な住民が安心して利用できる交通環境の整備

を進め、地域全体で支える公共交通のあり方を共に考えます。 

★ 将来にわたって持続可能な地域公共交通サービスを確保する観

点から、富山地方鉄道鉄道線の利用促進を行うとともに沿線住民

に公共交通を中心としたライフスタイルへの転換を促します。 

 

主な取組 

● 道路整備・改良事業 ● 橋梁長寿命化修繕事業 

● 除雪・消雪対策事業 ● 鉄道施設総合安全対策事業 

● 北陸新幹線・富山地方鉄道・あいの風とやま鉄道との連携 ● 町営バス運行事業 

● 富山地方鉄道上市町内４駅周辺のにぎわい創出 

● 富山地方鉄道鉄道線の利用促進事業 

● 北アルプス横断道路構想の実現に向けた取組 

● 町営バスキャッシュレス決済*の運用 ● MaaS*アプリの活用と周知 

● とやまロケーションシステムの活用と周知 

 

 

  

©2012 W.C.F.P 
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基本目標２ にぎわう上市 

変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤 

個 
別 
施 
策 

２ 

©2012 W.C.F.P 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 道路の異常個所を見つけたら通報します。 

○ 地域の交通を守る意識を持ち、町営バスや予約のりあいバス、富山地方鉄道等の公共交通を積極

的に利用するとともに、利用者の声を反映した路線や運行時間の改善に協力します。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域の中の移動手段を持たない町民を把握し、公共交通の利用促進に向けた声掛けや、地域ぐる

みの移動支援体制の整備を働きかけます。 

関連する計画・条例等 

○ 上市町地域公共交通計画 
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現状と課題 

● 町民の自然環境への意識をさらに高め、町ぐるみで地球温暖化対策やエネルギーの有効活用、

ごみ削減等に取り組むことが大切です。本町は剱岳をはじめとする豊かな山や森、水といっ

た自然環境に恵まれており、環境を保全する意識の向上と環境配慮行動及び美化活動を継続

的に促すことが大切です。ごみの排出量は減少傾向にある一方で、リサイクル率は依然とし

て横ばいであり、特に地域における資源回収活動の再活性化が課題です。また、事業所や農

家への公害の未然防止や、再生可能エネルギーの導入促進など、地域全体でのエネルギー施

策の強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

家庭ごみの年間排出量 5,080.2ｔ 5,000ｔ以下 

ごみのリサイクル率 17.5％ 23％以上 

温室効果ガスの削減率 
1.9％減 

（H28比） 

4.0％減 

（H28比） 

 

施策の内容 

２－４－１ 

地域資源を活かした持続可

能な環境づくり 

 

○ 生活に欠かせない水環境・水循環については、上下水道の安定供

給体制の強化とともに、水質調査の継続による河川・地下水の健

全な保全を図り、災害時にも対応可能な水インフラの整備を推進

します。 

○ 農地や人工林などの里地里山は、担い手の育成と地域資源の活用

を通じて持続可能な農林業を展開し、環境保全と地域経済の両立

を図ります。 

○ 生物の多様性については、有害鳥獣への適切な対策を図りなが

ら、地域固有の生態系の保全を推進します。 

町民一人ひとりが地球温暖化対策、環境保全に主体的に取り組む

ことで、美しいまちの自然と暮らしを未来へとつなげていきます。 

ミライの 

上市 

環境の保全 ２－４ 
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基本目標２ にぎわう上市 

変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤 

個 
別 
施 
策 

２ 

©2012 W.C.F.P 

★ 豊かな自然環境を後世に引き継ぐため、地域資源を活かしたエコ

ツーリズムの推進と情報発信力の強化により、地域資源の魅力を

広く伝え、交流人口の拡大と地域社会の活性化を図ります。 

２－４－２ 

循環型社会の形成に向けた

ごみ対策の推進 

 

 

○ ごみの減量とリサイクル率の向上に向けて、ライフスタイルの見直

しや分別ルールの周知を強化し、町民・事業者の協働による循環型

社会の形成を推進します。 

★ 食品廃棄物の削減に向けて、事業者へのリサイクル・飼料化の支

援と、教育機関での食べきり運動の再構築を図り、地域全体での

食品ロス対策を強化します。 

○ 役場におけるグリーン購入*の徹底と、町民・事業者へのリサイ

クル製品導入支援を通じて、地域全体での環境配慮型消費行動の

定着を図ります。 

○ ごみの持ち帰り運動の定着と、不法投棄の監視体制強化に加え、

地域住民の参加による美化活動を推進し、ポイ捨てや不法投棄な

どの未然防止と環境意識の向上を図ります。 

★ 「災害廃棄物処理計画」の適切な運用に加え、平時からの備蓄・

訓練・情報共有体制を整備し、災害時の迅速かつ安全な廃棄物処

理を実現します。 

２－４－３ 

持続可能な環境共生型まち

づくりの推進 

○ 町民や事業者・教育機関を対象とした地球温暖化対策に関する実

践的な環境教育と行動変容を促す啓発活動を展開し、地域全体で

の意識と取り組みの定着を図ります。 

○ 企業・団体・地域住民との協働による環境活動を推進し、地域資

源の保全と持続可能なまちづくりを支える仕組みづくりを進め

ます。 

○ 有害物質による生活環境への影響を防ぐため、水・大気・土壌の

モニタリング体制を強化し、迅速な対応と情報共有を通じて未然

防止に努めます。 

○ 国や富山県のエネルギー施策に関する情報を収集し、必要に応じ

てエネルギー対策の支援を行い、日常生活や事業活動から生じる

温室効果ガス削減に取り組みます。 

★ 再生可能エネルギーの導入支援に加え、建築物の省エネ化・断熱

性能向上を促進し、地域全体での脱炭素化と快適な住環境の両立

を図ります。 
 

 

主な取組 

● リサイクル推進事業 ● 一般廃棄物等収集・運搬事業   

● 一般廃棄物処理事業 ● 花と緑の景観づくり事業  

● 不法投棄監視事業        ● ペレットストーブ導入促進事業 

● スポ GOMI 大会開催事業（上市町環境保健衛生協会） 
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町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ ライフスタイルを見直し、ごみの減量や分別・リサイクルに取り組むとともに、地域全体で不法

投棄の防止や外国人住民へのルール周知を進めます。 

○ 地球温暖化問題への理解を深め、エコ製品の購入や省エネ活動に積極的に取り組み、地球にやさ

しい暮らしを実践します。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域や学校、職場で地球温暖化問題に関する情報を共有します。 

関連する計画・条例等 

○ 第２次上市町環境基本計画  ○ 上市町環境基本条例 

○ 上市町災害廃棄物処理計画   ○ 上市町ゼロカーボンシティ戦略 

○ 上市町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

○ 上市町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

 

 

 

  

スポ GOMI 大会 in 上市 

不法投棄等環境パトロール 

大岩地区の自然 

環境チャレンジ 10（小学校授業風景） 
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基本目標２ にぎわう上市 

変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤 

個 
別 
施 
策 

２ 

©2012 W.C.F.P 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● デジタル化は町民生活のあらゆる場面に浸透し、行政サービスや地域活動にも不可欠な要素

となっています。町民の情報技術への理解と活用力を高めることが、地域の持続可能性と利

便性向上に直結する時代となっています。 

● 本町では、ケーブルテレビ網を基礎としたイントラネット設備*を平成 14（2002）年に整

備し、庁舎と公民館や公共施設などとを光ファイバで結んでいます。このネットワーク

は、日常業務での連絡手段のほか、災害時において迅速な情報の伝達・集約を行うために

は非常に重要なインフラです。しかし、ケーブルテレビ網を基盤としたイントラネット設

備は、災害時の情報伝達に有効である一方、近年のクラウド技術*やモバイル通信の進展に

より、柔軟かつ効率的な情報基盤への移行が求められています。今後更新を行う際にはそ

の役割・在り方について整理・検討した上で、時代に適したものとして整備することが要

求されています。 

● 本町では、町政運営に関する情報を町民に伝えるため、「広報上市」やホームページなどを

通して情報発信を行っていますが、必要な情報を正確に、かつ迅速に伝えるためには、職員

の対応だけでなく、メディアミックス*などを十分に考慮し、効率的に行うことが重要です。

なお、インターネット上に展開される自治体の情報については、SNS や動画配信、AI を活

用した広報手法が普及する中、町民が正確な情報を選択・活用できるよう、情報リテラシー

教育とともに、行政による信頼性の高い情報発信体制の強化が必要です。 

● また、行政情報は、幅広く公平に伝達することが基本ですが、SNS やスマートフォンアプリ

を活用した情報発信は、町民との双方向コミュニケーションを可能にし、行政サービスの質

向上に寄与しています。一方で高齢者層に向けた情報発信には課題もあり、今後は、利用者

層の拡大と情報のパーソナライズ化も求められます。確実に伝えることで、行政サポートを

より手厚いものとすることも現代では既に一般的であり、積極的なデジタルツールの導入が

望まれます。 

● こうした情報化の進展に伴い、セキュリティの確保といった問題も発生します。コンピュー

タウイルスなどのマルウェア*を巧みに利用し、大切な個人情報や資産を盗み取ろうとする

動きなどが後を絶ちません。情報リテラシーの啓発に加え、個人情報保護やサイバー攻撃*

への対応力を高めるため、町民・職員双方への継続的な教育とシステム強化が不可欠です。 

 

 

 

 

 

安全性の高い情報基盤と多様なコンテンツが整備され、町民一人

ひとりが必要な情報を、必要なタイミングで入手できる環境が整

っています。 

ミライの 

上市 

地域情報化・情報と魅力の発信 ２－５ 
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数値目標 

指標 基準値 目標値 

上市町LINE公式アカウント友だち登録者数 3,254 人 8,000人 

上市町公式YouTubeチャンネル登録者数 1,621 人 2,400人 

 

施策の内容 

２－５－１ 

デジタル環境の最適化と地

域情報インフラの強化 

 

 

○ 道路や農道・林道などといった非居住エリアでの移動通信のニー

ズに対し、民間と協力して不感地帯の解消に努めます。 

★ 個人ごとの興味に合わせた分野の情報を町からプッシュ型で積

極的に配信するとともに、緊急度・重要度の高い情報を迅速かつ

確実に住民へ伝達するため、上市町ＬＩＮＥ公式アカウントを基

盤とした町のデジタル総合窓口「スマホ役場」の利用促進を図り

ます。 

★ 町が保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益等が

害されることのないようにしつつ、町民や多様な事業者がインタ

ーネット等の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用で

きる基盤を整備し、住民の生活の質の向上と事業者の生産性の向

上、新事業の創出促進を図ります。 

２－５－２ 

地域の魅力と行政情報を伝

える戦略的メディア発信の

推進 

 

 

 

★ 広報やホームページ、ＳＮＳ等の媒体や、ＰＲキャラクター「つ

るぎくん」、公式アンバサダー*、観光大使など多様な手段を活用

し、町の取組や計画を、町内外に対して戦略的かつ継続的に発信

し、説明責任と信頼性の向上を図ります。 

★ 本町の魅力が伝わる表現やストーリーを活用し、ホームページや

SNS、動画などで継続的に発信することで、町民の誇り（シビッ

クプライド）の醸成と、関係人口・交流人口の拡大を図ります。 

★ デジタル社会に対応するため、職員の情報発信力向上に向けた実

践的な研修と、庁内の情報基盤の整備・DX 推進を通じて、迅速

かつ効果的な情報提供体制を構築します。 

２－５－３ 

デジタル環境に対応した地

域生活力の向上 

○ 児童・生徒や高齢者を対象に、情報リテラシーの向上とデジタル

機器の活用支援を通じて、誰もが安心してデジタル社会に参加で

きる環境を整えます。 

★ ホームページや SNS などを活用し、インターネット上のセキュ

リティインシデント*情報をタイムリーかつ分かりやすく提供

し、町民の安全な情報利用を支援します。 

 

©2012 W.C.F.P 
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基本目標２ にぎわう上市 

変化と継承へのチャレンジで“にぎわう”産業・基盤 

個 
別 
施 
策 

２ 

©2012 W.C.F.P 

主な取組 

● 「上市の魅力」発信事業 ● ＰＲキャラクター等の活用推進事業 

● 広報 DX ● 行政サービスオンライン化 

● デジタルデバイド対策 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 情報リテラシーを向上させ、目的に応じた情報サービスの活用力を育み、地域活動や生活に活か

します。 

○ まちづくりに関する情報や映像の発信・共有に主体的に取り組み、地域の魅力や課題を広く伝え

ます。 

【地域・団体・事業者等】 

● 広報紙、インターネット、SNS 等を活用し、イベント情報や上市町の魅力をわかりやすく発信し

ます。 

● 社会情勢に応じて、誰もが使いやすい環境を整えながら、オンライン会議等の活動のデジタル化

を進めます。 

 

 

 

 

 

上市町マスコットキャラクター「つるぎくん」 

＆町公認アンバサダー「三太くん」 

スマホ役場 PRキャラクター 

「かみいちマスコッツ」 
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ささえあう１ 福祉・健康 
 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 少子高齢化やライフスタイルの変化等により、地域のつながりが希薄化する中、生活の中で

助けを必要とする高齢者やひきこもり等、社会的孤立にある人が増加しています。本町では

各地域の集いの場で町⺠同⼠の交流を図るなどつながりを深めています。これからも、だれ

もが住み慣れた地域でいきいきとした生活をおくることができるよう、子育て・教育・医療

の各分野を横断する統合的な支援策の設計と連携体制の構築や町⺠⼀人ひとりの努⼒（⾃

助）、町⺠同⼠の相互扶助（共助）、公的な制度（公助）の連携により、ささえあう仕組みづ

くりが求められます。 

● 本町は全国と同様、年々高齢化が進行し、要支援・要介護認定者*や⼀人暮らし高齢者、高

齢者のみの世帯が増加傾向にあることから、日常生活や介護に不安を抱えて生活する高齢者

が今後、更に増加していくことが懸念されています。介護保険制度に基づくサービスの提供

体制を整えていますが、高齢者が地域で⾃立し、安心して暮らしていくことができるよう、

介護予防や生きがいづくり等、いつまでも元気に暮らせる取組を進めるとともに、地域にお

ける見守り・ささえあい体制と医療・介護・福祉等、多様な職種の連携強化を軸とした「地

域包括ケアシステム」の構築・充実が求められています。 

● 障害者福祉では、行政や障害福祉サービス事業所による支援は各法制度等により整備されてき

ている中、⾃立支援協議会を開催して情報共有を行っているほか、事業者と連携しながら日中

活動や相談の場を提供しています。今後は、⼀人ひとりの状況やニーズに応じた福祉サービス

の充実に努めるとともに、障害のある人が地域生活へ移行できる環境や、文化芸術やスポーツ

等を楽しめる社会をつくることが求められています。 

● わが国は先進国である⼀方で、貧困率*が高いという問題も抱えており、地域の生活課題は

多様化・深刻化してきています。本町では生活困窮者対策として、個人や世帯を取り巻く状

況の把握に努め、その能⼒と公助を活用しつつ、⾃立に向けて必要に応じて専門機関と連携

しながら支援に取り組んでいます。今後とも「誰⼀人取り残すことのない」社会づくりの構

築に向けて、継続的な支援が重要です。 

地域福祉の推進 

３ ささえあう上市 
守るべきものを守り、みんなで “ささえあう” 安全・安心な暮らし 

１－１ 



 

107 

 

 ささえあう上市 

守るべきものを守り、みんなで“ささえあう”安全・安心な暮らし 

個 
別 
施 
策 

３ 

©2012 W.C.F.P 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

地域での集いの場の開催回数 368回 500回 

要介護認定率 19％ 21％ 

福祉施設等から一般就労への移行者数 5人 8人 

 

施策の内容 

１－１－１ 

地域福祉活動の促進 

○ 人に寄り添いささえあう心の醸成と地域共生社会の実現に向け

て、福祉課題を「我が事」ととらえる意識の啓発に努めるほか、

地区社会福祉協議会、ボランティア等の地域福祉人材の育成と各

地域の集いの場での地域のふれあい、ささえあい活動の充実に努

めます。 

○ 地域の困りごとに対する相談支援体制の充実を図るとともに、支

援が必要な時に適切にサービスが提供できるよう、情報提供と関

係者間の連携を促進します。 

○ 災害時の避難行動要支援者の把握や成年後見制度の利用を促進

するなど、要支援者を地域全体で見守る環境づくりに努めます。 

１－１－２ 

高齢者介護・福祉の充実 

 

 

○ 町⺠主体での介護予防やささえあい、生きがいづくりの実現に向

けて、仕組みづくりや人材の発掘・育成に取り組みます。 

○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が⼀体的に提供される地域

包括ケアシステムの深化・推進に努めます。 

○ 認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で⾃分らしく暮ら

し続けることができる環境づくりの推進、また認知症予防の啓発

活動の継続に努めます。 

１－１－３ 

障害者福祉の推進 

 

 

○ 障害者の社会参画の機会拡充とそのための環境づくりを進めて

いきます。 

○ ⼀人ひとりの障害等の状況に合わせた福祉サービス等のきめ細

やかな提供を行い、就労や日中生活、移動、住まい等の総合的な

支援に努めます。 

○ 障害者団体の活動活性化と支援を拡充します。 

１－１－４ 

生活困窮者への支援 

 

○ 生活困窮者に対し、町社会福祉協議会や東部生活⾃立支援センタ

ー、富山県中部厚生センターと連携した生活就労相談や⾃立支援

を行います。 

地域の生活課題を「我が事」としてとらえ、町民同士が支え合いな

がら、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らすことができて

います。 

ミライの 

上市 

©2012 W.C.F.P 
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主な取組 

● 地域福祉推進事業   ● 高齢者福祉事業 

● 介護保険事業   ● 障害者地域生活支援事業 

 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 地域福祉活動や、ボランティア活動に関心を持ち、できることから実践します。 

○ 障害者への理解を深め、社会参加しやすい環境づくりに努めます。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域で交流の場を開催するなど、ボランティアを活用しながら地域福祉活動に取り組みます。 

● 地域の中での「困りごと」について関心を持ち、地域で見守ります。 

● 認知症の人とその家族を地域のネットワークで見守ります。 

● 事業所における障害者の雇用受け入れや職場体験などを推進します。 

関連する計画・条例等 

○ 上市町地域福祉計画 ○ 上市町高齢者福祉計画 

○ 上市町障害者福祉計画・上市町障害福祉計画・上市町障害児福祉計画 
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 ささえあう上市 

守るべきものを守り、みんなで“ささえあう”安全・安心な暮らし 

個 
別 
施 
策 

３ 

©2012 W.C.F.P 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 健康づくりには町⺠⼀人ひとりの主体的な取組が⼤切であり、個人の健康に関する取組に対

しポイントをつける事業（生き活きつるぎヘルスポイント事業）を実施しています。また、

生活習慣に起因する疾病の予防と早期発見のため、健康教室、検診（健診）、保健指導を実

施しています。検診（健診）予約手続きのデジタル化や、集団がん検診の実施会場では、ヘ

ルスボランティアから協⼒を得て、受診率の向上に努めています。今後、未受診者への受診

勧奨と重症化予防の強化を行う必要があります。 

● 各種取組を町⺠に発信するため、関係団体・機関の分野横断的な連携や体制の構築を行う必

要があります。 

● ストレス社会の中で、本町の重点課題であるこころの健康づくりとして、関係機関との連携

のもと、生きることへの包括的な支援を推進することが⼤切です。 

 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

特定健診受診率【総合戦略】 35.4％ 60％ 

大腸がん検診精密検査受診率【総合戦略】 
男性 78.8%        

女性 89.6% 

男性 90%以上        

女性 90%以上 

 

 

  

健康づくりの推進 

町民一人ひとりが主体的に健康に心掛け、ライフステージに応じ

た取組により、健康寿命が延びています。 

ミライの 

上市 

フレイル予防サポーター養成講座 

１－２ 

つるぎリレーマラソン 
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施策の内容 

１－２－１ 

町民の主体的な健康づくり

の推進 

 

 

 

○ 生き活きつるぎヘルスポイント事業を通して、健康診査や各種検

診、健康に関するイベント、ウォーキング等の健康づくり活動を

行うことができる環境づくりに努めます。 

○ 町内の教育やスポーツに関する事業との連携や、団体・事業者と

の連携による、町⺠の主体的な健康づくりの推進を図ります。 

★ フレイル予防に対する意識の醸成を図る啓発活動や医療・介護の

連携体制の強化を推進し、健康で安心できる暮らしへの環境づく

りにつなげます。 

★ 超高齢社会が進行するなか、骨折の原因となる骨粗しょう症の検

診を受け、早期発見・早期治療することにより健康的に生きるこ

とができる社会を目指します。 

１－２－２ 

生活習慣病予防と感染症防

止策の推進 

 

 

○ 健康診査や各種検診の受診を促し、生活習慣病の予防に努めます。 

○ 特定健診結果やレセプトデータ*を突合するなど、健康に関する

情報の収集と課題の抽出を行い、健康づくりに関する普及・啓発

のほか、重症化予防の取組を重点的に行います。 

○ 感染症予防と拡⼤防止に向けて、情報収集を行いながら、環境整

備と必要な助成等の取組を行っていきます。 

１－２－３ 

こころの健康づくりの推進 

 

 

○ 各世代を対象にした教育を行うほか、⾃殺予防街頭キャンペーン

を実施します。 

○ こころの健康に関する正しい知識を得て、⾃殺の危険を示すサイ

ンに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話

を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）ができる地域づくりを

目指します。 

 

主な取組 

● 保健福祉総合センター運営事業 ● 健康づくり事業   

● 各種検診（健診）事業  ● 特定健康診査・特定保健指導事業   

● 健康相談事業   ● 予防接種・感染症予防事業 

● ⾃殺対策事業            ● 骨粗しょう症ゼロ事業 

 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ ⾃分の健康は⾃分で管理するため、健診（検診）を毎年受診し、健診の結果から生活習慣や食習

慣を見直し、生活習慣病の予防や介護予防に努めます。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域や職域の仲間と⼀緒に健康づくりに取り組みます。 
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関連する計画・条例等 

○ 上市町健康づくり推進計画 ○ 上市町⾃殺対策計画 

○ 上市町保健事業実施計画（データヘルス計画） 

 

  

出前講座 
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現状と課題 

● かみいち総合病院は、内科をはじめとした診療科と、救急、周産期医療（⼀部）、へき地診

療を担うとともに、訪問診療等の在宅医療の機能を有する、中新川郡内唯⼀の公立病院です。

今後とも町⺠に必要とされる病院であり続けるため、また、町⺠が最期まで安心して暮らせ

るためのサポートの推進が⼤切です。 

● 地域医療体制を図るため、２次医療圏*におけるかみいち総合病院がどのような医療を担う

か、町⺠を交えた議論が⼤切です。 

● 利用者の利便性向上と医療従事者・職員の業務効率化の推進に向け、院内 DX*化等のニーズ

に応じた環境整備について、中長期的な視点に立った導入計画を策定する必要があります。 

● 病院建物や設備、医療機器について、⼤規模修繕等や病院建替時に整備した医療機器の更新

時期が到来しており、継続的な修繕・更新が求められます。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

かみいち総合病院の医業収支比率* 

※修正医業収支比率 
85.7％ 91.4％ 

がんばるかみいち総合病院応援寄附件数【総合戦略】 
90件 

 

470件 

（R8～R12） 

 

施策の内容 

１－３－１ 

地域医療体制の確保・充実 

 

○ 地域の医師会や開業医（かかりつけ医・歯科医）、薬局と密接に

連携して、地域包括ケアシステムを推進します。 

○ 継続的に、医療従事者の人材確保と育成に努めます。 

★ 本町と周辺町村の医療拠点であるかみいち総合病院を守るため、

病院ボランティア等での町⺠の参加や医療従事者への応援、医療

環境の充実などの取組を地域ぐるみで進めていきます。 

★ Wi-Fi 整備等、院内 DX の環境整備の導入を検討します。 

地域医療の推進 

安心して速やかに必要な医療を受けることができる医療体制の維

持に向けた取組が、町民と共に行われています。 

ミライの 

上市 

１－３ 
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１－３－２ 

かみいち総合病院の経営 

改善 

 

 

★ 地域の医師会や開業医（かかりつけ医・歯科医）、薬局と密接に

連携して、住まい・医療・介護・予防・生活支援が⼀体的に提供

される地域包括ケアシステムを推進します。また、在宅医療体制

を活かし、訪問診療や看取りなど在宅医療の取組を進めます。 

★ 経営強化プランに基づき、収入増加・確保対策、経費削減・抑制

対策等の観点から経営改善を図ります。 

１－３－３ 

がんばるかみいち総合病院

応援プロジェクトの推進 

 

 

 

○ 本町の地域医療の中核であるかみいち総合病院に対し、「がんば

るかみいち総合病院応援プロジェクト」を通じて、町⺠参加や医

療従事者への応援、医療環境の充実の面から支援していきます。 

 

主な取組 

● 総合病院としての医療体制の確保 ● 在宅医療 

● 総合病院の医療機器・建物・設備の維持、整備 ● 総合病院医療機能評価 

● 上市・地域医療支援学講座事業 ● 医療 DX 導入 

● 研修医の受け入れ ● 医療従事者等の確保 

● 認定看護師等による出前講座 ● 医科歯科連携「かみいちモデル構想」*            

 

 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ かみいち総合病院の取組を知り、上市町の医療拠点の要であるという認識を高めます。 

○ がんばるかみいち総合病院応援プロジェクトに賛同します。 

【地域・団体・事業者等】 

● 地域や職域において、身近で気軽に相談できるかかりつけ医を持つよう啓発します。 

● がんばるかみいち総合病院応援プロジェクトに賛同します。 

関連する計画・条例等 

○ かみいち総合病院経営強化プラン 

  

©2012 W.C.F.P 



114 

 

ささえあう２ 生活安全 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 近年、⼤規模な⾃然災害が全国的に多発しており、災害対策の必要性が以前に増して高まっ

ています。本町は、市街地では宅地の密集度が高く、道路の幅員が狭く屈曲が多いため、災

害に対して脆弱な面を有しています。また、比較的水はけの悪い低地部では、集中豪雨によ

って冠水等の被害が発生しており、対策が必要です。 

● 災害時の避難に支援を必要とする町⺠のために、避難支援情報の登録や避難を支援する取組

に係る周知を行っています。また、地域ぐるみの防災体制として、防災訓練を実施した⾃主

防災組織の割合は年々増加しているほか、私設消防隊、防火クラブ等の活動に対する活動を

支援していますが、引き続き町⺠の防災意識を高めるため、これらの取組を支えていく必要

があります。 

● 消防・救急については、富山県東部消防組合において車両・資機材の充実を図るとともに、

町が消防団員の確保に努めるなど、体制の強化を図ってきましたが、消防団員数は年々減少

しています。引き続き、人員や設備の充実に努めることで広⼤な町域をカバーすることがで

きる消防⼒を確保することが求められています。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

自主防災組織の活動率（町内の自主防災組織のうち、

年 1回以上活動を実施した組織の割合）【総合戦略】 
25.5％ 30％ 

消防団員数 204人 225人 

防災士資格取得数 12人 17人 

防災に関する啓発イベントの開催数/参加者数 ４回/467人 ６回/600人 

 

 

消防・防災体制の強化 

防災・減災の取組は着実に進められ、町民一人ひとりが災害への

危機意識と自主防災の意識を高めています。 

ミライの 

上市 

２－１ 
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施策の内容 

２－１－１ 

防災・減災体制の充実 

 

○ 災害の動向等を踏まえ、必要に応じて地域防災計画の見直しを実

施します。 

○ 防災用の備蓄品について見直しや追加を行います。 

○ 消防団員の安定的な確保に努めます。 

○ 医療機関と連携した講習会や訓練等、救急体制の充実を図ります。 

○ 治山・治水対策などの国土強靭化に取り組み、減災体制を強化し

ます。 

○ 感染症予防対策を含めた避難所運営体制を構築します。 

○ ＩＣＴ等の新しい技術の活用について調査・研究を進めます。 

２－１－２ 

地域防災力の向上 

 

 

○ 学校や生涯学習の場における防災教育、防火指導等を推進します。 

○ ⼀般公募による普通救命講習や⾃主防災会や事業所等での応急

手当講習を実施します。 

○ ⾃主防災組織の防災訓練実施に向けた啓発を行います。 

○ 災害時の避難行動要支援者の避難支援情報の共有を関係者間で

行い、災害時には円滑な避難ができる環境づくりに努めます。 

★ 町内の防災⼠有資格者と連携し、地域防災⼒の向上に努めます。 

２－１－３ 

災害に強いまちづくりの 

推進 

 

 

○ 市街地における雨水排水路の整備を推進します。 

★ 白岩川等の河川改修を推進します。 

○ 災害に対し、「人命の保護」「町・地域社会の重要な機能が致命的

な障害を受けず維持される」「町⺠の財産及び公共施設に係る被

害の最小化」「迅速な復旧復興」を目指すとともに、災害時でも

機能不全に陥らない経済社会システムを平時から確保するため、

国土強靭化地域計画に基づく施策に取り組みます。 

 

主な取組 

● 雨水排水路整備事業   ● 治山・治水等事業     

● 耐震改修促進事業   ● 災害時避難行動要支援者把握事業  

● 地区防災訓練の支援   ● ⾃主防災組織支援事業 

● 災害時用備蓄品整備事業  ● 避難施設電源確保事業   

● 防災行政無線運用事業  ● 地域防災計画の改定      

● 災害時相互応援協定   ● 消防車両整備事業 

● 消防水利施設整備事業  ● 消防団員安全装備品整備事業 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 災害時に備え、防災に対する知識・技術の習得、非常持ち出し袋の準備、家具の転倒防止、家屋

の耐震化、防災訓練への参加を行います。 

©2012 W.C.F.P 
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【地域・団体・事業者等】 

● ⾃主防災組織が主体となり、学校や地域、消防団とともに防災訓練を実施します。 

関連する計画・条例等 

○ 上市町地域防災計画 ○上市町国土強靭化地域計画 

○ 上市町消防団条例 
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現状と課題 

● 防犯の取組としては、防犯灯や防犯カメラ等の設置を推進するとともに、警察、関係機関、

関係団体、地域住⺠との連携により地域ぐるみで防犯対策を実施しています。また、消費生

活相談窓口を設置し複雑化する消費者保護問題に対応してきました。犯罪や消費者問題が多

様化・複雑化するなか、町全体で被害を防ぐ継続的な取組が⼤切です。 

● 富山県内の刑法犯検挙者に占める再犯者数の割合は、近年、全国と同様に４割台で推移し、

依然として高い水準が続いている。安全で安心な地域社会の実現のためには、罪を犯した人

や非行歴のある人を地域社会の中に受け入れ、見守り、社会復帰に向け支えていくことで、

再犯防止につなげることが必要です。 

● 町内では交通事故が依然として発生していることに加え、高齢化の進行に伴い、認知機能の

低下による高齢者ドライバーによる交通事故も懸念されます。町内では令和元年に県内初の

環状交差点を整備するなどの取組を進めていますが、引き続き交通安全対策の更なる推進と

交通安全意識の向上が必要です。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

防犯灯のLED*化率 82.2％ 85％ 

交通事故件数 100件 90件 

 

 

施策の内容 

２－２－１ 

地域防犯活動の充実 

 

 

○ 詐欺や子どもへの犯罪等の防止のため、地域ぐるみでの防犯・再

犯防止対策を継続していきます。 

○ 消費生活におけるトラブルの相談は、今後も増加すると見込まれ

ることから、警察や関係団体と連携して、消費生活相談体制の強

化を図ります。 

  

防犯・再犯防止・交通安全対策の強化 

犯罪や交通事故が少なく、安心して暮らせる生活環境が築かれてい

ます。 

ミライの 

上市 

２－２ 

©2012 W.C.F.P 



118 

 

２－２－２ 

交通安全対策の充実 

 

 

 

○ 関係機関と連携しながら安全点検を行い、区画線の設置や危険箇

所への防護柵の設置等の対策を行っていきます。 

○ 警察等と連携して、交通安全教室等を通じた啓発を行います。 

 

主な取組 

● 防犯灯ＬＥＤ化推進事業  ● 消費生活相談事業 

● 交通安全施設整備事業  ● 地域防犯推進事業   

● 再犯防止に関わる各支援団体への活動支援及び広報啓発 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 消費者教育を受けるなど情報収集に努め、⾃らの消費者被害の防止対策を行います。 

○ 歩行時や⾃動車運転時の交通マナーを守ります。 

○ 高齢者は加齢に伴う身体機能の変化が歩行者や運転者としての交通行動に及ぼす影響を理解し、

⾃覚して行動するとともに、⾃らの運転に不安を感じた場合には、運転免許証を⾃主的に返納し

ます。 

○ 再犯防止の啓発活動に取り組み、再犯防止への意識を高めます。 

【地域・団体・事業者等】 

● 安全点検により交通危険箇所の把握に努め、必要に応じて交通安全施設の設置等について関係機

関と協議します。 

● 再犯防止について、国、富山県及び関係団体等、関係機関と連携します。 

関連する計画・条例等 

○ 上市町地域福祉計画 

 

 

 

 

 

  

陽南環状交差点 

©2012 W.C.F.P 
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ささえあう３ 行財政運営 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

● 地方分権が進展している中、魅⼒あるまちを実現するため、町⺠と行政が互いに知恵と⼒を

出し合いながら地域の課題を解決する、協働によるまちづくりが重要視されています。本町

では意欲的に活動する町内会（⾃治会）に対する支援を行っているほか、学生や若者による

町の課題解決事業を実施してきました。また、町の重要課題である少子高齢化や人口減少に

歯止めをかけ、人々が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、SDGｓの理念に沿って

事業を進め「選ばれるまち」を目指すべく、町を⼀緒に盛り上げてくれる仲間を募集しつな

がりづくりを始めています。今後、町内会（⾃治会）、政策分野ごとの各種団体、学校、事業

者、議員、町外の上市ファン等多様な主体の参画と協働を促すため、まちに関するきめ細や

かな情報提供が重要です。また、上市町のまちづくりを進める上での課題解決に向け、効果

的な施策立案に導くための体制づくりや意見交換の場づくり、実践活動の支援等が引き続き

求められています。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

上市町ＳＤＧｓ推進認定事業活用数 －  
15件 

（R8～R12） 

上市町ＳＤＧｓサポーター登録数 － 
15件 

（R8～R12） 

 

 

  

協働のまちづくりの推進 

一人ひとりがまちづくりの担い手となって、自発的・意欲的に参

画し、お互いの力を合わせ、支え合うまちとなっています。 

ミライの 

上市 

ハッピー上市会 

３－１ 
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施策の内容 

３－１－１ 

地域づくり活動の充実 

○ 町⺠の連帯意識や⾃治意識を高めるため、町内会（⾃治会）活動

の支援を行います。 

○ 地域づくり組織への研修等の実施により地域経営⼒の向上を図

ります。 

３－１－２ 

町民団体等との協働 

 

 

○ 協働手法のメリットを町⺠・団体・事業者・行政が共有し、協働

のマッチングを進めます。 

○ 各種テーマ型地域づくり活動の活性化を図ります。 

★ まちの未来を明るくするため、ともにまちづくりに取り組むサポ

ーターを募集します。 

○ 交流人口、関係人口として本町に縁のある人に対して、協働のま

ちづくりに関する情報提供や参画への呼びかけを行います。 

○ まちづくりへの多様な主体の参加を促進するため、まちづくりに

関する勉強会を開催するとともに、学校等と連携するなど、次世

代の担い手の育成を支援します。 

★ 廃校を活用し、人が集まり交流が生まれる地域の拠点づくりを進

めていきます。 

 

主な取組 

● 地域づくり活動促進事業  ● ＳＤＧｓ推進事業 

● 廃校利活用プロジェクト 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ ⾃分の地域の魅⼒を再認識するとともに、コミュニティ施設の維持管理への協⼒や、イベントや

行事などの地域活動に積極的に参加します。 

【地域・団体・事業者等】 

● 町内会等を中心に、地域コミュニティの維持・活性化に努めます。 

● 地域のまちづくりの主体となり、よりよい上市町を形成することに貢献します。 

 

  

つるぎ山麓トレイル du 上市 
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現状と課題 

● 本町では、各施策に対する事務事業の定期的な評価や、行政改革⼤綱、行政改革実施計画等

に基づく行政改革を推進しています。また、富山広域連携中枢都市圏の各構成市町村（富山

市、滑川市、立山町、舟橋村）との連携を図り、効果的で効率的な行政運営を追求してきま

した。財政の安定化については、「広報上市」やホームページでの企業等の広告掲載及びふ

るさと納税による財源確保、収納対策の推進などの取組を進めてきました。今後予定してい

る義務教育学校の整備に向けた財源を確保しつつ、厳しい中でも引き続き安定した財政運営

に向けて取り組んでいくことが必要です。 

● 令和２年の初め頃から始まった新型コロナウイルスの感染拡⼤を契機として、ICT の導入が

急速に進みました。今後も、業務の利便性向上の観点に加え、基幹系情報システムの標準化・

共通化への対応を踏まえ、引き続き行政手続きのデジタル化や情報システムのクラウド化等

を進める必要があります。 

● 情報の伝達を幅広く公平に行うことは基本ですが、令和 6 年より運用を開始した「スマホ役

場」などの SNS やスマートフォンアプリなどを活用し、情報を届けたい対象に対して適切

な形で発信し、確実に伝えることで、行政サポートをより手厚いものとすることも⼀般的と

なっており、今後も戦略的な運用が求められます。 

● 企業活動と同様、行政運営においても様々なデータを活用して、最適な施策展開を行うこと

が⼤切です。行政が有するデータのうち、個人情報以外の情報については、有用なオープン

データ*として積極的に公開し、地域課題を解決につなげる必要があります。 

● 公聴の場面においては、「町長への手紙」による町⺠からの意見の集約や、地区からの要望

については全庁への展開を図っています。今後とも町⺠のニーズに対応した発信⼒の強化が

重要です。 

 

 

 

 

 

数値目標 

指標 基準値 目標値 

ふるさと応援寄附金額 17,659 千円 
90,000 千円 

（R8～R12） 

地方税の収納率（滞納繰越分を含む） 97.78％ 97.80％ 

行財政運営の推進 

経営感覚を持ち、民間活力の活用などにより、質の高い行政サー

ビスの提供と、健全な財政運営が行われています。 

ミライの 

上市 

３－２ 
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施策の内容 

３－２－１ 

利便性と質の高い行政サー

ビスの推進 

○ 継続的に、町⺠のニーズに対応した町組織の基盤強化を図るた

め、公共施設の効率的・効果的な管理や、事務事業の見直し、人

材育成等の行政改革を推進します。 

○ 相談事業のワンストップサービス*等、町⺠のニーズに対応した

体制づくりに努めます。 

○ 事務事業の内容に見合った適正な職員配置を行います。 

○ 人材育成に主眼を置いた研修体系により、職員の能⼒・資質の向

上を図ります。 

○ 既存の広域事務事業を円滑に推進します。 

○ 富山広域連携中枢都市圏で定めた連携協約に基づき、防災や地域

医療、介護、公共交通、観光等での相互協⼒など、関係⾃治体間

の密接な連携を推進します。 

３－２－２ 

行政手続等におけるデジタ

ル化の推進 

 

 

★ 申請者がスマートフォンなどを利用し、役場窓口で行う申請や予

約をいつでもどこからでも手続きできる「スマホ役場」について、

町⺠の声を参考に更なるサービス拡充を実施します。 

○ 情報システムのクラウド化や標準システムの導入を推進するこ

とにより、業務の効率化を図るとともに、維持費用の削減に努め

ます。 

○ 情報システムの処理にＡＩ（Artificial Intelligence）やＲＰＡ

(Robotic Process Automation)などといった新たな技術を積極的

に導入することにより、日常業務の省⼒化を図り、働き方改革を

推進します。 

３－２－３ 

健全な行財政運営の推進 

○ 効率的な施策の展開を踏まえながら財政見通しを策定し、効率的

な財政運営に努めます。 

○ 企業誘致やふるさと納税、広告収入の確保、手数料・使用料の見

直し、収納対策の推進等により、財源の確保に努めます。 

○ 公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な修繕・改修により建

物の長寿命化を図ることで財政負担の平準化を図るとともに、今

後の公共施設の在り方について検討を進めます。また、公共施設

の設置について近隣市町村との広域連携の可能性について調査

研究に努めます。 

○ 引き続き議会活動の内容や議会審議を積極的に公開するほか、関

係者と意見交換する場を設けるなど、町⺠参画型の議会運営に努

めます。 
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主な取組 

● 行政情報システム運用事業  ● 公聴事業       

● 行政評価事業   ● 人材育成・定員・給与等適正化事業   

● 広域連携強化事業   ● 公共施設等総合管理計画推進事業 

● 生成 AI の活用拡充   ● スマホ役場機能拡充 

 

町民や地域・団体・事業者の取組の例 

【町民】 

○ 積極的に町の取組に関心を持ち、より良いまちづくりに向けた意見や要望を提出します。 

【地域・団体・事業者等】 

● 役場からの情報を地域内で回覧して共有に努め、まちづくりに必要な事項は、地域でとりまとめ

役場に意見を提出します。 

● 町の取組に関心を持ち、行政とともにアイデアを出し合って、まちづくりの課題に取り組んでい

きます。 

関連する計画・条例等 

○ 上市町行政改革⼤綱 ○ 上市町行政改革実施計画 

○ 上市町公共施設等総合管理計画 ○ 富山広域連携中枢都市圏ビジョン 

 

 

  

スマホ役場 

上市町議会定例会 
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上市町議会定例会 


